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請求の趣旨 

 

１ 被告は，原告らに対し，それぞれ金１００万円及びこれに対する訴状送

達の日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え 

２ 訴訟費用は被告の負担とする 

との判決並びに仮執行の宣言を求める。 

 

請求の原因 

第１ 本件の概要 

本件は，法律上同性の者との婚姻を認める立法を怠った被告の立法不作為に

よって，望む相手との婚姻を妨げられた原告らそれぞれが，その被った精神的

損害につき，国家賠償法１条１項に基づき，被告に対して損害賠償を求める事

件である。 

現在日本では，法律上同性の者との婚姻は不適法として届出を受理されない。

このような扱いは，婚姻しようとする相手の性別が法律上同性である人々につ

いて，憲法上の権利である婚姻の自由（憲法２４条１項）を不当に侵害し，か

つ，性的指向など性のあり方を理由に憲法１４条の禁ずる不当な差別的扱いを

するものである。 

本件訴訟は，このような憲法に違反する法律が直ちに改正され，原告らと同

様の立場にあるすべての人々の困難の解消と尊厳の回復がなされることを求め

て提訴するものである。 

 

第２ 本件原告ら 

   （本サイトにアップするにあたり、原告に関する記載は省略しています） 
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第３ 人の性の多様性  

１ 性的指向と性自認 

人の性のあり方は多様である。 

（１）性的指向（sexual orientation） 

人が性愛の意識を抱く相手は異性である場合もあれば同性である場合も

ある。異性・同性の双方である場合もあるし，いずれの性別にも性愛の意

識が向かない場合もある。人の性のあり方のうち，人の性愛の意識がいず

れの性別に向くのかあるいは向かないのかという方向性を性的指向（sexu

al orientation）と言う。 

同性愛は，性愛の意識が同性に向かうものであり，異性愛は性愛の意識

が異性に，両性愛は双方に向かいうるものである。これらいずれもが「人

間が有する性的指向（sexual orientation）の一つ」である（甲Ａ１－１，

１－２（訳文）・アメリカ心理学会代議員大会決議，甲Ａ２－１，２－２

（訳文）・アメリカ精神医学会 LET′S TALK FACTS ABOUT Sexual Orient

ation，甲Ａ３－１，３－２（訳文）・オーバーガフェル事件アミカス意

見書，甲Ａ４・東京地方裁判所平成６年３月３０日判決判タ８５９号１６

３頁「第三 一 １」（１６９頁）。以下同判決を「府中青年の家事件一

審判決」という。）。 

（２）性自認または性同一性(gender identity) 

また，人の性は，性別についてのアイデンティティの面でも多様である。 

すなわち，人が有する自分の性別についてのアイデンティティは性自認

または性同一性と呼ばれるが(いずれもgender identityの訳語)，他方で，

人には，社会や法律によって出生時に「割り当てられた性別」がある（生

物学的な特徴をもとに割り当てられることとされている）。 

そして，この性自認と割り当てられた性別とが一致する場合もあれば一

致しない場合もある。両者が一致せず，割り当てられた性別に不適合感を
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持ったり，アイデンティティどおりの性別で生きることを望む場合はトラ

ンスジェンダーと呼ばれ，性自認と割り当てられた性別が一致する場合は

シスジェンダーと呼ばれる（甲Ａ５・世界トランスジェンダー・ヘルス専

門家協会（WPATH）「トランスセクシュアル，トランスジェンダー，ジェ

ンダーに非同調な人々のためのケア基準 第７版」（９７頁））。 

性自認の面でも人の性は多様であり，トランスジェンダー，シスジェン

ダーいずれもが人間の性の自然なあり方の一つであり尊重される必要があ

る（甲Ａ５・４頁，甲Ａ６・谷口洋幸「性自認と人権―性同一性障害者特

例法の批判的考察」法学セミナー７５３号５１頁（２０１７年）５３頁）。 

日本では，２００３年（平成１５年）に成立した「性同一性障害者の性

別の取扱いの特例に関する法律（平成１５年７月１６日法律第１１１号）」

が，生殖腺の除去等厳しい要件のもとではあるが，アイデンティティにそ

って法的な性別の取扱いを変更することを認め，最決平成２５年１２月１

０日民集第６７巻９号１８４７頁は，同法により男性への性別の取扱い変

更の審判を受けた者について嫡出推定の規定（民法７７２条）の適用を認

めた。さらに，最決平成３１年１月２３日（平成３０年（ク）２６９号）

の鬼丸かおる及び三浦守裁判官の補足意見は，性別は「個人の人格的存在

と密接不可分」であり，特例法により性別の取扱いの審判を受けられるこ

とは「切実ともいうべき重要な法的利益」であると述べ，「性自認の多様

性を包容すべき社会の側の問題」に言及している。 

（３）性的指向と性自認 

性的指向と性自認は，人の性のあり方における次元の異なる概念である。

たとえば，生物学的特徴に基づき女性とされる者が，性自認では女性の場

合もあれば男性の場合もあり，どちらとも言えないという場合もある。そ

して，性自認が女性であっても男性であっても，いずれの場合も，男性を

性愛の対象とする場合もあれば女性を対象とする場合もある。 
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たとえば，生物学上女性とされる者の性自認が男性である場合（トラン

スジェンダー男性），男性として男性に性愛の意識が向かう場合もある。

この場合，性的指向は，自身の性自認を基準にして，同性愛と考える。性

的指向は，それぞれの性自認を基準にして同じ性に対して性愛が向けば同

性愛，異なる性に対して性愛が向けば異性愛である。いずれにしろ，これ

らの場合も含めて，人の性の自然なあり方の一つであることは変わりない。 

性自認も性的指向も，ともに人の性の重要な構成要素であり，人格に深

く根ざした個性である。それらは自らの意思で変えることは困難とされて

いる（甲Ａ７－１（１４８頁），７－２（訳文）（１３頁）・Herek 「性

的指向に関する神話」「Ｃ 神話3」，甲Ａ２－１，２－２（訳文）（２

頁）・LET′S TALK FACTS，甲Ａ３－１，３－２（訳文）・オーバーガフ

ェル事件アミカス意見書「意見本文Ⅱ」）。 

異性愛やシスジェンダー以外の性のあり方を持つ人々は，人口に占める

割合が少ないうえに，社会の中で「異常・逸脱」とされてきた歴史があり，

それゆえに「セクシュアル・マイノリティ」「性的少数者」と称される。 

また，レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダーの頭

文字をとって，「ＬＧＢＴ」と呼ばれることもある。 

なお，「ホモ」「レズ」といった言葉は，侮蔑的な意味あいで用いられ

ることが多いため原則として用いるべきではない。 

  

２ 性の多様性と社会 

以上，人の性のあり方は多様であり，性的指向に関わる同性愛や両性愛，

性自認に関わるトランスジェンダーは，いずれも人間の性の自然なあり方の

一つである。異性愛やシスジェンダーだけを「正常」とするのは正しい考え

方ではない。 

さまざまな性のあり方をもつ人々の人口規模について，海外では，全国規
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模の推計が試みられている。アメリカについては，複数の調査から，レズビ

アン，ゲイ，バイセクシュルと自認する人の割合が３．５％，トランスジェ

ンダーが０．３％との推計がある（甲Ａ８－１，８－２・Gates，２０１１

要旨 Executive Summary）。カナダ，ノルウェー，オーストラリア，イギ

リスについても，レズビアン，ゲイ，バイセクシュルいずれかと自認する人

の割合が１％から２％前後と報告されている（同上，図１)。 

日本では，これまで国民全体を母集団と想定した同様の調査は行われてい

ないが，たとえば，２０１８年に名古屋市が住民基本台帳から無作為抽出し

た１８歳以上の市民１万人を対象に行った「市民意識調査」では，性的少数

者と自認する者は１．６％であったと報告され（甲Ａ９・名古屋市総務局総

合調整部男女平等参画推進室「性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）

など性別にかかわる市民意識調査」５５頁），２０１７年に行われた三重県

の県立高校２年生に対する悉皆調査では，同性愛・両性愛・トランスジェン

ダーのほか自己の性別について「決めていない」「わからない」「あてはま

るものがない」との回答を含めた割合が１０％にのぼったと報告されている

（甲Ａ１０・三重県男女共同参画センター「多様な性と生活についてのアン

ケート調査」１７頁「当事者層」）。 

本件原告らがそうであるように，これら性のあり方において少数の人々は，

家族，学校，地域の隣人として，私たちの社会の一員として生活してきたし，

現在も生活している。 

しかし，「かつて，同性愛に関する心理学上の研究の大半は，同性愛が病

理であるとの仮定に立ち，その原因を見い出すことを目的とし」，「従前の

状況下においては，同性愛者は孤立しがちとなり，自分の性的指向に関し悩

み苦しんでいた」状況がある（甲Ａ４・府中青年の家事件一審判決（１９９

４年）１７０頁 上段３）。異性愛でありシスジェンダーであることだけが

人の性の正しいあり方とされ，社会の偏見や差別にさらされてきた長い歴史



【リンクはご自由にお貼りください】 
【有償配布 及び Ｗｅｂ（ホームページ、ブログ、facebook等）へのアップロードや転載はおやめください】 
・「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年２月14日、札幌、東京、名古屋、大阪に提訴されました。 
・本訴状は、東京地方裁判所に提出されたものです。 ・原告に関する記載は一部を除き、省略しています。 

11 

があり，そのような意識・認識は，現在の日本の人々にも根強く残っている

（甲Ａ９・「性的少数者（セクシュアル・マイノリティ）など性別にかかわ

る市民意識調査」２６頁，甲Ａ１０４－１・釜野さおりほか ２０１６『性

的マイノリティについての意識 ―２０１５ 年全国調査報告書』第７章「身

近な人に対する嫌悪感」１４頁，１２３頁）。さらに，社会の法律や制度も，

このような意識に基づいて作られ，異性愛・シスジェンダー以外の人々の存

在は社会の法律，制度，慣行においてほとんど想定されず，無視されている。

日本で法律上同性の者との婚姻が認められない本件の問題は，まさにその典

型である。 

異性間であれば選択肢としてあたり前に認められる「婚姻」が，法律上同

性のカップルにはただそれだけの理由で認められず，法律婚によるさまざま

な利益（後述）を享受できないことは，重大な人権侵害である。人生の選択

肢として望む相手との婚姻が認められ，家族として承認されることは，長く

待ち望まれてきた切実な要求であり，これらの人々の尊厳を回復するととも

に，真にすべての人が「個人として尊重される（憲法１３条）」公正な社会

を実現するうえで避けては通れない課題である。 

 

第４ 日本の法制度 

１ 民法の規定 

民法第７３９条１項は「婚姻は，戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の

定めるところにより届け出ることによって，その効力を生ずる。」と定め，

同第７３１条から第７３７条には婚姻障害事由が列挙されているが，相手が

法律上異性であることを明示的に求める規定はない。 

しかし，一般には，民法や戸籍法の「夫婦」との文言は男である夫及び女

である妻を意味するとされ，法律上同性の者との婚姻は認められないと解釈

されている。政府の見解も同様である（甲Ａ１１・第１９６回国会質問主意
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書，甲Ａ１２・第１９６回国会答弁書「四から六までについて」）。その結

果，実際に，同性の者どうしが婚姻届を提出しようとしても，不適法として

受理されない（甲Ａ１３・山崎耕史「戸籍行政をめぐる現下の諸問題につい

て」戸籍時報７３９号４２頁）。 

 

２ セクシュアル・マイノリティと婚姻 

上記の結果，シスジェンダー（性自認と割り当てられた性別が一致する場

合をさす）の同性愛者は事実上，望む相手と婚姻する可能性を奪われる。シ

スジェンダーの両性愛者も，同様の問題に直面しうる（以下，同性愛者と両

性愛者をあわせて「同性愛者等」と言う）。 

さらに，法律上の性別を変更しておらず，異性愛や両性愛であるトランス

ジェンダーも，やはり，性自認を基準として望む相手が異性（法律上同性の

者）である場合，この相手と婚姻することはできない。同性愛や両性愛であ

るトランスジェンダーは，法律上の性別を性自認に一致させた場合，法律上

同性である相手と婚姻することはできない。 

本件では，原告らにトランスジェンダーが含まれていないので，訴状及び

主張書面では，特に断りのない場合はシスジェンダーを前提に問題を論ずる。

しかし，トランスジェンダーの人々についても，上記のように，民法・戸籍

法が法律上同性の者との婚姻を認めないことによって，自己の性のあり方に

基づいて望む相手と婚姻しようとしてもそれが拒まれ，婚姻制度から排除さ

れることがある。 

 

第５ 法律上同性の者との婚姻を認めないことが婚姻の自由の侵害であること 

１ 概要 

人が，望む相手と意思の合致のみにより自律的に法律婚をなしうることは，

近代社会における婚姻の核心であり，憲法２４条１項の保障する重要な人権
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である。そして，それは，相手が法律上異性である場合と同性である場合と

で異なる理由は無い。 

法律上同性の者との婚姻を認めない現行民法及び戸籍法の規定は，憲法上

の人権たる婚姻の自由を不当に侵害し，その限りにおいて違憲かつ無効であ

る。 

以下，婚姻の自由が憲法上の人権であること（２項），それは同性間でも

異性間でも異なるいわれはなく，性的指向や性自認によって制約されること

があってはならないことを，憲法の解釈として論証する（３項）。また，巷

間，「憲法２４条が法律上同性の者との婚姻を禁止している」との議論がな

されることがあるので，念のためその誤りについてもふれる（４項）。 

 

２ 婚姻の自由は憲法上の権利であること 

憲法２４条１項は，「婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が同

等の権利を有することを基本として，相互の協力により，維持されなければ

ならない」と規定する。 

これは，人と人の親密な関係に基づく，永続性をもった共同生活について，

法律が要件と効果を定めて保護を与え承認・公証する制度（法律婚）の存在

を前提に，この法律婚について，人が，国家や第三者に干渉されることなく，

望む相手と意思の合致のみによりなしうることを，憲法上の人権として保障

したものである（以下，これを「婚姻の自由」という）。 

以下，憲法２４条１項がこの婚姻の自由を憲法上の権利として保障してい

ることが，①自己決定権（憲法１３条），②近代的婚姻の本質的属性，③憲

法２４条１項の制定経緯から根拠づけられることを述べる。 

（１）婚姻の自由と自己決定権（憲法１３条） 

ア 憲法と自己決定権 

憲法は，個人の尊厳を基本価値とし，同１３条前段で「すべて国民
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は，個人として尊重される」旨宣明する。憲法は，そのことを実現す

るために「生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利」を承認し

（同条後段），さらに，幸福追求権から分節化された諸権利を列挙し

て保障する。憲法上の権利とは，上記憲法の基本価値と特別の関係に

ある法的利益が憲法上の権利に高められたものである（甲Ａ１４・高

橋和之「すべての国民を『個人として尊重』する意味」小早川光郎他

編『行政法の発展と変革 上巻』（有斐閣 ２００１年）２８８頁）。 

このような憲法上の権利の一つに自己決定権がある。 

自己決定権は，個人の人格に深く関わることがらについて，公権力

の介入・干渉を受けずに自ら決定する権利である（甲Ａ１５・芦部信

喜著・高橋和之補訂『憲法 第六版』（岩波書店 ２０１５年）１２

６頁）。自己決定権は，憲法典に明示的に列挙された権利ではない。

しかし，憲法制定後の社会の発展のもと「すべての国民が個人として

尊重される」ために不可欠と認識され，幸福追求権（１３条）のはた

らきによって，憲法上の権利に高められた権利である。(甲Ａ１４・

２８９頁)。 

すなわち，個人は多様な個性と価値観を持ち，一人一人異なる存在

であるから，すべての人が「個人として尊重される」と言えるために

は，個々人が自己の生き方を自由に選択し，その人らしい人生を全う

することが認められなくてはならない。そこで憲法は，「どのような

人生を送るかを考えるとき，基本的に重要な意味を持つ」ことがらに

ついて，公権力の介入や干渉を受けずに自ら決定する権利を憲法上の

権利として保障しているものと解される。 

イ 婚姻の自由の意議 

自己決定権が及ぶ場面としては，自らの生命・身体の処分，家族の

形成・維持，リプロダクションなどがあげられるが，本件で問題とな
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る婚姻の自由は，自己決定権の重要な内容である。それは，以下のと

おり，法律婚という重要なはたらきをする制度について，婚姻するか

どうか，いつ誰とするかを自ら決定できることが，個人の尊重という

憲法の基本価値の実現に不可欠であり，自己決定権が憲法上の権利と

された根拠がそのままよく妥当するからである。 

（ア）法律婚とは何か 

人は，人生の途上で人と出会い，様々な関係を結んで生きてゆ

く。その中で，性愛を伴う親密な関係を基礎として，一定の永続

性をもって生活をともにしようとすることがある。こうして築か

れた関係は，その人にとって，人生の楽しみや喜びあるいは悲し

みを分かち合い，活力の維持や安寧の確保といった人生の充実に

資するものであり，その人が生存し，その人らしい人生，その人

らしい幸福追求をなすうえで重要な意味を持つ。 

このような家族の形成について，歴史上それぞれの社会は，一

定の要件のもと「婚姻」の名で承認し公証する仕組みを作ってき

た。近代社会では，国家が法をもって婚姻の要件を定め，効果を

付与する役割を担う。このように，人と人の永続性ある共同生活

について，法律が要件と効果を定めて承認・公証する仕組みが法

律婚である。 

憲法も，法律婚の存在を予定し（憲法２４条１項，同条２項），

これをうけて民法は，当事者相互の協力義務（民法７６０条。憲

法２４条１項参照），財産権の公平平等な実現のための制度（相

続〔民法第五編。同８８２条以下〕及び財産分与〔同７６８条〕

ほか）など，「親密な関係を基礎とする共同生活」という婚姻の

特質に応じて，様々な「法的・経済的利益」を集合的に付与する。

当事者の関係は，これらの利益と義務により強められる。また，
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法律婚には，当事者の結びつきが法的社会的に家族として承認・

公証され，そのことを通じて強められるという，無形の，しかし

重要な役割がある。婚姻の「心理的社会的利益」である。（甲Ａ

１６・青山道夫・有地亨編『新版注釈民法(２１)〔復刊版〕』

［上野雅和］（有斐閣，１９８９年）１７９頁）。 

このように，法律婚は，親密な関係を基礎に生活をともにしよ

うとする当事者の人生に大きな役割を果たしうる重要な制度であ

る。 

（イ）婚姻の自由は個人の自己実現に不可欠である 

上記のとおり，法律婚は，人の生き方や人生のありように深く

関わる制度である。他方，人は多様な価値観，多様な個性を持つ。

よって，法律婚も，婚姻するか否か，いつ誰とするかをひとりひ

とりが誰からも介入されず自ら決定できてはじめて意味をなす。

この意味での婚姻の自由があってはじめて，その人らしい人生，

その人らしい幸福追求が可能となる。望む時に望む相手と法律婚

をなすという選択肢を持つことは，個人の自己実現にとって不可

欠であり，婚姻の自由は，すべての人が個人として尊重される

（憲法１３条）という憲法の根本原則と特別の関係にある。 

（ウ）婚姻の自由は民主政の基盤としても重要な意義を持つ 

人は，婚姻や，家族との生活という自身のいちばん身近な生活

の場で，自らの価値観や個性に基づく選択が許され，ありのまま

の姿で家族として承認されることで，社会の一員であることや自

らにその責任を果たす力があることを意識し実感する。このこと

は，人が政治に参加し社会貢献の意欲を持つことに繋がる。本来

多種多様な存在である個人が，それぞれに望む相手と望む形の家

族をつくり，各人の価値観や個性，家族としての経験に基づいて
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自律的に幸福を追求し，時に不運にみまわれ，また，幸運に恵ま

れ，失敗や成功を繰り返しながら，それぞれに大切にすべきもの，

尊重すべきことを持って存在することは，憲法の標榜する民主政

に不可欠な社会の多元性の土台となる。 

婚姻の自由は，民主政の基盤となり，民主政の担い手としての

自己実現を可能とする。そのことを通して，すべての人が個人と

して尊重されることにつながっている。 

芦部教授が「家族のあり方を個人が自律的に決定する権利を保

障することによって，はじめて民主主義の基盤である社会の多元

性の確保が可能となる」と述べるのは，まさにこの趣旨である

（甲Ａ１７・芦部信喜『憲法学Ⅱ 人権総論』（有斐閣 １９９４

年）３９３頁）。 

また，長谷部教授が，プライバシーの保護の重要性について

「プライヴァシーの保護は個々人の利益となるだけでなく，社会

全体の利益にもつながる。自ら選ぶ相手とのみ親密な関係を取り

結ぶ可能性を保護されることのない者は，自らを自律的に生きる

存在として尊重されていると感じることもなく，社会公共の問題

に真剣に取り組み，貢献しようとする意欲も持たない」と述べる

ところは，自己決定権の一場面である婚姻の自由の意義を述べた

ものとしてそのまま妥当する（甲Ａ１８・長谷部恭男『憲法 第

７版』（新世社，２０１８年）１５０頁）。 

（エ）多元的社会のインフラとしての意義 

それだけではない。 

共同生活をしようとする当事者が，その社会に共通の制度によ

り公証され保護を受けることは，その家族にとって，地域や学校，

医療や福祉ほか行政との関係でスムーズに意思疎通しサービスを
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受けることを可能にする。周囲の者においても，共通の制度を前

提に人間関係を説明されることで，相手のプライバシーに必要以

上に立ち入ることなく，予測可能性をもって関わりを持つことが

できる。 

当事者の意思が合致しさえすれば，その個性や価値観を問うこ

となく，どんなカップルでも利用することができる家族形成の仕

組みは，すべての人が「個人として尊重される」多元的かつ公正

な社会にとって必須の基盤（インフラ）である。ここでも，法律

婚は，婚姻をする者の利益にとどまらない重要な役割を担ってい

る。 

ウ まとめ 

以上，人が望む相手と意思の合致のみにより自律的に法律婚をなし

うることは，多様な個人が人生のあり方に関わる重要なことがらにつ

いて自ら決定する行為そのものである。婚姻の自由は，自己決定権の

重要な一内容として，憲法上の権利として保障されるべきものである。 

（２）婚姻の自由は近代的婚姻の本質的属性であること 

さらに，そもそも，婚姻の自由は，近代社会における婚姻の本質的属性

である。 

すなわち，近代以前，婚姻は，身分制度や「家」「家族」といった封建

的拘束のもとにあり，人は自由に婚姻することが困難であった。これに対

し，近代市民社会では，人の社会的関係は共同体的拘束から解放され，す

べての人は抽象的・観念的な法的人格として平等な資格が与えられ，自由

な意思主体間の契約的関係となった。そのことが「私的所有権の絶対性と

ともに近代市民法の原理を構成する」のである。すなわち，「近代市民法

は，婚姻を平等な意思主体間の自由な婚姻意思の合致，すなわち，契約と

して構成する」。「このような近代的婚姻は，前近代社会における家父長
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的な家族共同体の支配関係からの離脱を意味し，婚姻の契約的把握は，こ

れらの近代的婚姻を象徴的に表現するものである。」（甲Ａ１６・青山道

夫・有地亨編『新版注釈民法(２１)〔復刊版〕』〔青山道夫・有地亨〕

（有斐閣，１９８９年）１５２頁，我妻栄『法律学全集 家族法』（有斐

閣，１９６１年）９頁）。 

法律婚について，人が，望む相手と意思の合致のみにより婚姻をなしう

ることは，近代になって人が身分制度や共同体的拘束から解放され普遍的

原理として獲得した婚姻のあり方であり，これを欠く婚姻は近代的婚姻の

名に値しない。そして，婚姻が平等かつ自由な婚姻意思の合致によって成

立するという近代的婚姻を象徴する特徴は，近代以降各国で制定された憲

法において，憲法上の権利として刻まれている。日本国憲法も例外ではあ

りえない。 

（３）憲法２４条１項の制定経緯 

以上，婚姻の自由は，個人の尊重に不可欠な自己決定権の一内容であり，

また，それは，近代的婚姻の本質的属性であることを論じた。さらに，婚

姻の自由が憲法上の権利であることは，憲法２４条１項がどうしても生ま

れねばならなかった日本の歴史を直視することによっていっそう明白にな

る。 

ア 憲法２４条１項の制定趣旨 

憲法２４条１項は「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が

同等の権利を有することを基本として，相互の協力によって維持され

なければならない」と規定する。 

憲法が婚姻（法律婚）について定める２４条の冒頭にこの規定を置

いたのはなぜか。 

それは，個人の尊重と男女の平等という憲法の理念を実現するため

には，個人より家を優位におく明治民法（明治３１年公布）の婚姻の
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あり方を排し，家族生活における個人の尊重と男女の平等を確保する

ことがどうしても必要だったからである。すなわち，家制度をバック

ボーンとする明治民法のもとでは，婚姻は，家と家の問題であり，妻

が夫の家に入る行為とされていた（旧７８８条「妻ハ婚姻ニ因リテ夫

ノ家ニ入ル」）。婚姻には，両家の「戸主」の同意が必要とされ（旧

７５０条），男性で３０歳，女性で２５歳までは「其家ニ在ル父母」

の同意も必要だった（旧７７２条）。家の存続を最優先する考えから，

法定推定家督相続人は他家に入る婚姻をすることは認められなかった

（旧７４４条）。 

このような法律は，人びとの意識にも大きな影響を与え，婚姻は個

人の幸福追求よりも家のためにするものであり，本人らが婚姻を望ん

でも，「家格」にあわないとして反対されたり，いっしょに暮らし始

めた後も「家風」にあうかどうか，「あとつぎ」を生むかどうかがわ

かるまでは戸主や父母が同意を与えないことが当たり前のように行わ

れた。その結果，わけても，法的経済的劣位におかれていた女性は，

望む相手との婚姻が果たせず，意に沿わない婚姻を強いられることが

少なくなかったのである。 

さらに，このような，個人より家を上におく戦前の家族のあり方は，

個人が全体の犠牲となることを受け容れる意識や社会の雰囲気を醸成

し，価値観の多元性や自由な思考の可能性を社会から奪い，それが，

「政府の行為によって・・戦争の惨禍が起こる」（憲法前文）ことに

つながった。芦部教授が前述（第５の２（１）イ（ウ））のとおり

「家族のあり方を個人が自律的に決定する権利を保障することによっ

て，はじめて民主主義の基盤である社会の多元性の確保が可能となる」

と指摘する所以である（甲Ａ１７・芦部信喜『憲法学Ⅱ 人権総論』

（有斐閣 １９９４年）３９３頁）。 
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これに対し，憲法２４条は，「婚姻の自主性を宣言し，個人を自己

目的とする個人主義的家族観に基づいた，家族生活の法律的調整を要

求し」（甲Ａ１９・法学協会『注解日本國憲法 上巻』（有斐閣，１

９５３年）４７０頁），「憲法２４条と両立しない旧法の規定は改廃

され，婚姻の自由が大幅に増大した」のである（甲Ａ１６・１８０

頁)。 

イ 憲法は婚姻の自由が新しい婚姻制度の核心であることを求めた 

もともと婚姻は，当事者の親密な関係を前提に生活をともにする関

係であるから，自ら望む相手以外のものとの婚姻はことがらの性質上

なじまない。しかし，それだけではない。憲法は，戦前の日本で婚姻

の自由が保障されていなかったことによって，多くの人々の幸福追求

が阻まれ，さらには，民主主義が機能不全に陥ることにもつながった

苦い教訓から，「婚姻するかどうか誰といつするか」について何者に

も干渉されず自らの意思と判断により決めうることが「すべての国民

が個人として尊重される」という憲法の基本価値にとって不可欠と考

えた。 

だからこそ，憲法は，戸主等が婚姻に容喙することを禁止するにと

どめず，「婚姻は両性の合意のみに基いて成立」するとの普遍的規定

をおいた。新憲法下の法律婚では，「平等な意思主体間の自由な婚姻

意思の合致」のみによって成立するという近代的婚姻の象徴的部分が

死活的に重要であり，制度を貫く本質的属性でなければならないこと

を示したのである。 

ウ まとめ 

憲法２４条１項は，法律婚について，人が，国家や第三者に干渉さ

れることなく，望む相手と意思の合致のみによりなしうること（婚姻

の自由）を憲法上の人権として保障したものにほかならない。 
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（４）アメリカ合衆国憲法と婚姻の自由 

日本だけではない。 

アメリカでは，コモン・ローと州法によって家族生活に関する過度な干

渉がしばしば行われ，１９６０年代以降，それらの違憲性を主張する訴訟

が相次いで提起された。その中で，連邦最高裁判所は，個人の自律を尊重

する一連の判決の大きな流れを打ち出し，「婚姻の自由」が憲法上の基本

的権利であることが強調された（甲Ａ２０・棚村政行「現代アメリカ家族

法」川井進ほか編『講座  現代家族法』（日本評論社，１９９２年)１４

１頁）。 

夫婦を含め広く避妊薬・避妊具の使用を禁じたコネティカット州法の合

憲性が問われたグリズウォルド事件の判決（１９６５年）は，国家の干渉

から自由な領域の存在と重要性を強調して憲法上のプライバシー権を承認

し，夫婦間のプライバシーや婚姻し家庭をつくる権利は，憲法に明示的に

保障された基本的権利と同列の重要性を持ち，州の不当な介入から保護さ

れると判示した。 

異人種間の婚姻を禁止し処罰するバージニア州法の合憲性が問われたラ

ヴィング事件では，連邦最高裁判所の判決（１９６７年）は， 

「婚姻の自由は，自由な人間による秩序ある幸福追求にとって不可欠の

重要な権利の一つとして承認されてきた。婚姻は，『人の基本的な市民的

権利(basic civil rights)』の一つであり，われわれのまさに存在と生存

にとって根本的なものである」 

と判示し，上記州法が合衆国憲法修正第１４条の平等保護条項とデュー

プロセス条項に違反すると判示した（甲Ａ２１・藤倉皓一郎「アメリカ最

高裁の判例にみられる『家族』観」同志社法学３２巻３／４号，１１１

（５０５）二，１）。 

アメリカでも，婚姻の自由が公権力と社会によってしばしば侵害され，
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自由な婚姻を実現するために「婚姻の自由」が憲法上の権利として確認さ

れたのである。その道のりは，明治民法下でとりわけ女性が婚姻の自由を

奪われ，そのたくさんの無念の想いのうえにＧＨＱのベアテ・シロタ・ゴ

ードンらによって憲法２４条が起草され，日本の政府，国会，国民もこれ

を歓迎しうけいれた前述の歴史と通底する。 

（５）判例 

新憲法下の日本でも，いわゆる結婚退職制に関して，裁判所は「結婚の

自由は憲法により国が国民に対して保障した基本的人権の一つ」であると

判示した（甲Ａ２２・茂原市役所結婚退職事件判決（千葉地裁昭和４３年

５月２０日判決判タ２２１号１０９頁）１１１頁）。 

別の同様の事件では，「憲法第二四条は『婚姻は両性の合意のみに基い

て成立する。』旨規定し，国家が国民の結婚の自由を制限する立法を禁じ

られ，これを制約する要素を排除することが国家的責務であることを宣言

する。」，「結婚は男女の永続的結合として人間の一生を左右するに足り

る重要事であり，いついかなる時期に，いかなる配偶者を選択するかは人

間の尊厳に由来する崇高な選択であることに鑑みれば，著しく不合理であ

るのに結婚の自由を制約するのは人間の尊厳を否定するものに他ならず，

結婚の自由の保障は公の秩序として，これに反する私法上の制約の効力を

否定することを要求している」（甲Ａ２３・大阪地裁昭和４６年１２月１

０日判決判タ２７１号１４７頁（三井造船結婚退職制事件）１５５頁）と

判示してきた。 

最高裁判所も，再婚禁止期間違憲訴訟判決（最大判平成２７年１２月２

日民集６９巻８号２４２７頁）において，「（憲法２４条）１項は，『婚

姻は，両性の合意のみに基いて成立し，夫婦が同等の権利を有することを

基本として，相互の協力により，維持されなければならない。』と規定し

ており，婚姻をするかどうか，いつ誰と婚姻をするかについては，当事者
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間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らか

にしたものと解され」「十分尊重に値する」と判示する。同判決は，この

「婚姻をするについての自由」が憲法上の権利であることを明示していな

いが，婚姻の自由が憲法上の権利とされるにふさわしいことは先に述べた

とおりであり，「十分尊重に値する」とは憲法上の権利であることと同義

と解すべきである。 

 

３ 婚姻の自由は同性カップルにも及ぶこと 

では，この婚姻の自由は，法律上同性の者との婚姻にも及ぶだろうか。 

以下，本件原告らが求める法律上同性の者との婚姻にも，憲法２４条１項

が保障する婚姻の自由が及ぶことを論ずる。 

（１）婚姻の自由が憲法上の権利に高められた根拠は同性カップルにも妥当する

こと 

そもそも，婚姻の自由が憲法上の権利とされたのは，前述のとおり，

それが，憲法の基本価値である個人の尊重（１３条）に不可欠だからで

ある。すなわち，婚姻の自由の保障は，①個人のその人らしい自己実現

に欠かせず，また，②民主政の基盤として特別の重要性を持ち，さらに，

③婚姻制度が人の個性や価値観を問わずすべての人に開かれていること

が公正な社会の基盤（インフラ）として重要なのである。  

そして，以下のとおり，法律上同性の者との婚姻についても，上記①

ないし③は完全に妥当する。 

人生の途上でパートナーと出会い，愛情と信頼に基づいて共同生活を

営み，また営むことを考えている者たちにとって，婚姻が持つ，相互の

協力義務や相続等の「法律的・経済的利益」，家族として承認され公証

されるという「心理的社会的利益」は切実な問題であり，これらの者の

自己実現，幸福追求に重要な意味を持つ。もし，それが実現すれば，彼
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ら彼女らの結びつきは，法的な裏付けを与えられ実質化される。だから

こそ，そのような婚姻をするか否か，いつするか，誰とするかについて，

国家をはじめ何者にも干渉されず自らとの対話の中で自律的に決定しう

ることが重要なのである。このことは，人である限り，人種や肌の色は

もちろん，人の性的指向や性自認，割り当てられた性別が性自認に一致

するかどうかといった属性の如何によって何ら異なるところはない。 

また，婚姻の自由が，社会の多元性確保に資すること，それが民主政

の土台をなし，そのことを通して個人尊重の原理（憲法１３条）に重要

な意味を持つこともまったく同様である。異性のカップルは，さまざま

な理由・目的・動機のもとに婚姻し，時や年齢とともに婚姻の意味や役

割・重点が移り変わりながらもそれぞれにそのカップルらしい生活を送

り家族の歴史を重ねる。これに対し，本件の原告らをみれば明らかなよ

うに，法律上同性のカップルも，さまざまな価値観，個性を持ち，さま

ざまな理由・目的・動機で婚姻を望んでいる。彼らもまた，時とともに

彼らにとっての婚姻の意味や役割，重点を変化させながら，その人びと

らしい家族を形成するはずである。それぞれの家族がそれぞれにその生

活に由来する大切なもの，守るべきものを多様に持って存在することは

まさに民主主義社会の多元性の基礎となる。そのことは婚姻する者たち

の性的指向や性自認，また，法律上の性別が同性であるか異性であるか

で何ら異なるところはない。 

さらに，婚姻という，多くの人の人生にとって重要な役割を果たし，

かつ，極めて身近な制度が，構成員の個性や価値観を問わず，当事者の

意思の合致さえあれば，どんな人でも利用することができることは，私

たちの社会が多元的かつ公正な社会となるための重要な基盤（インフラ）

である。婚姻の自由が，性的指向や性自認にかかわらず，すべての人に

開かれていることは，公正な社会を実現するうえで象徴的な意味を持つ。 
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このように，本件原告らのように，法律上同性の者との婚姻を望む者

においても，望む相手と婚姻しうること，そして，婚姻するかどうか，

いつするのか，誰とするのかを自由に決定しうることは，ひとりひとり

の個人がその人らしい人生を送るうえで基本的な重要性を持ち，何者に

も干渉されない領域として確保されねばならない。それは，すべての人

が「個人として尊重される」と言えるために欠かせない。 

憲法が「婚姻の自由」を憲法上の権利に高めた実質的根拠と必然性は，

法律上同性の者と婚姻しようとする場合にも完全に妥当する。法律上同

性の者との間でも，望む相手と意思の合致のみにより法律婚をなしうる

ことは憲法上の権利でなければならない。 

（２）性的指向・性自認に関する普遍的な共通認識と「個人の尊重」 

前記（１）で論じたとおり，婚姻の自由は，法律上同性の者との婚姻に

も及ぶものと解すべきである。本項では，そのことについて，性的指向・

性自認に関する社会認識が根本的に転換し，それが憲法の基本価値である

個人の尊重の意味を塗り替えたことから論証する。 

ア 性的指向・性自認に対する認識の転換 

本項は，甲Ａ２４・風間孝，河口和也『同性愛と異性愛』（岩波書

店，２０１０年）７７頁から１０９頁を参考に論ずる。 

（ア）人の性のあり方が多様であることは，歴史や地域をこえてさまざ

まな文献や資料，芸術作品からあきらかにされている。しかし，中

世期，キリスト教圏等では，同性間の性行為が宗教上の罪とされ，

近代に入っても，イギリス，アメリカ，ドイツ等で同性間の性行為

は法的処罰の対象であった。 

さらに，１９世紀後半には，同性愛を精神的病理とする主張が台

頭した。それは，同性間の性行為に刑罰を科すことに反対する意図

のもとになされた主張であったが，実際には，「同性愛は正常な人
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のあり方から逸脱した病理であり，原因を探り治療すべき対象であ

る」という認識を一般化させることとなった。本来，病を持つこと

は，人権制限の根拠とされるいわれはない。しかし，人権意識の乏

しい当時の社会では，同性愛を病理とする専門家の主張が，同性愛

者らの人格そのものを否定し，人として当然の権利の享有から排除

することを正当化した。同性愛を精神的病理とする主張は，社会の

差別と偏見に「根拠」を与え，それを強める役割を果たしたのであ

る。 

その後ナチス支配下のドイツでは，同性愛者は抹殺の対象とされ，

数万人のひとびとが同性愛者であるという理由で強制収容所に送ら

れた。１９５０年代のアメリカでも，非米活動委員会によって，毎

月４０人から６０人とも言われる人々が同性愛者とされ連邦政府を

解雇された。（甲Ａ２４・８１頁） 

これに対し，近代の日本では，明治初期の数年間を除いて，同性

間の性行動を処罰する法律は存在しなかった。しかし，大正期に流

行した性欲学によって，同性愛が「変態性欲」として紹介され，

「異性愛が自然で同性愛は病理である。」との認識が広く社会に浸

透した。そのような認識は戦後も引き継がれ，新憲法が制定された

のは，まさにこのようなさなかである。そこから半世紀近くを経た

１９９１年（平成３年）に「府中青年の家裁判」が提訴された時点

でも，広辞苑等の国語辞典，イミダス等一般向け用語辞典はもちろ

ん（甲Ａ２５－１・広辞苑第三版「同性」の項目，甲Ａ２５－２・

広辞苑第四版「同性」の項），精神医学・心理学の教科書のほとん

どにおいて，同性愛は精神疾患として扱われ，文科省も，同性愛を

「現代社会においても是認されることはない」として性非行・逸脱

とする指導資料を刊行していた（甲Ａ２６・生徒の問題行動に関す
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る基礎資料 ６２頁）。 

（イ）しかし，以下のとおり，同性愛者への差別と偏見を支えた上記の

医学的知見は，前世紀半ば以降の実証的研究によって根拠の無いも

のであることが明らかとなり，同性愛についての精神医学・心理学

の知見は根本的に転換されていた（甲Ａ７－１ Herek「性的指向に

ついての神話」１３８頁 ⅢＡ，甲Ａ７－２（訳文）６頁以下）。 

すなわち，Kinseyらは，１９４８年と１９５３年にアメリカ人の

性行動についての研究を発表し，それまで考えられていたよりずっ

と多くの人々が同性愛的行動を経験していることを報告した。さら

に，Ford とBeachは，１９５１年の著作で，その他の人間集団や動

物の種についても同様であることを報告した。また，戦時中に米軍

が非公式に行った研究は，「同性愛者は良好な軍人になれない」と

いうそれまでの固定観念に根拠がないことを示した。 

同性愛が精神的病理であることを支持するそれまでの研究は，そ

の多くが，精神分析家のもとにある患者で，同性愛者とわかってい

る人々についての臨床的観察に基づいていた。彼らは病者や拘禁さ

れた人々であり，人数も少なく，研究対象としての標本としては偏

りが存在した。自らの患者で，あらかじめ同性愛者とわかっている

人々を観察するという調査方法は，分析家の主観が影響しやすいも

のであった。これに対し，Hookerは，一般的な社会生活を行ってい

る者の中から，性的指向以外の条件をマッチングした同性愛者と異

性愛者各３０名を確保し，ロールシャッハテストほかのテストを行

い，結果を比較し，１９５７年刊行の論文で「同性愛は病としては

存在しない。」と結論づけた（甲Ａ７－２（訳文）・Herek訳文 １

９頁）。さらにその後，多数の実証的研究が蓄積され，同性愛自体

を疾病とする認識には，実証的根拠が無いことが明白となっていっ
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たのである。 

このような実証的研究の蓄積は，１９６０年代に同性愛当事者ら

による人権運動が高まる中で，精神保健専門家の中での大きな議論

に発展していった。そして，ついに，１９７３年，アメリカ精神医

学会は，同性愛そのものは精神障害と扱わないことを決定した。す

なわち，同学会が１９６８年に刊行した「精神障害の診断と統計マ

ニュアル第二版（ＤＳＭ-Ⅱ）」では「同性愛 Homosexuality」が

「性的逸脱 Sexual Deviations」の一つとされていたが，上記決定

によりＤＳＭ-Ⅱの７刷以降からは削除された。性的指向に悩み変

更したいという持続的願望を持つ場合のための診断名が残されたが，

これらは，同性愛自体は精神疾患ではないことを前提とする疾患概

念であり，１９８６年のＤＳＭ-Ⅲ改訂版（ＤＳＭ-Ⅲ-Ｒ）ではそ

れらも最終的に削除された（甲Ａ２７－１，２７－２（訳文）・Ｄ

ＳＭ-Ⅲ ３８０頁，甲Ａ２８－１，２８－２（訳文）・ＤＳＭ-Ⅲ-

Ｒ）。ＷＨＯによる「国際疾病分類（ＩＣＤ）」も，ＩＣＤ－９で

は「同性愛」が独立の診断名として採用されていたが，ＩＣＤ－１

０（１９９２年）では削除され，「性的指向それ自体は障害とみな

されない」と明記された（甲Ａ２９・ＩＣＤ-９，甲Ａ３０－１，

３０－２（訳文）・ＩＣＤ-１０）。 

また，アメリカ心理学会も，１９７５年１月，｢同性愛そのもの

は，判断能力，安定性，信頼性及び一般的な社会的能力や職業能力

における障害を意味しない。｣との代議員大会決議を採択し論争に

決着をつけた。この決議は，「長きにわたり同性愛的性的指向に結

びつけられてきたスティグマ（代理人注‐社会が押しつける否定的

評価ないし劣等の烙印）を率先して取り除くことを全ての精神保健

専門家に促す｣とも述べる（甲Ａ１－１，１－２・アメリカ心理学
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会代議員大会決議）。心理学・精神医学が同性愛を病理としてきた

ことで，その認識は，同性愛者等に対する社会の差別や偏見を支え

た。上記の決議は，このようなスティグマの成立と維持に大きく加

担してきた自らの歴史を直視し，今後は，社会的偏見の除去のため

に先頭に立つべきことを呼びかけたのである。 

（ウ）また，２０世紀半ばになると，自分の身体の生物学的特徴に強い

不適合感を持つ人々のために「性別適合手術」が徐々に普及し，ト

ランスジェンダーの人々が，医療によって，アイデンティティに沿

った性別を生きる道が開かれた。各国では，割り当てられた性別を

法的に変更する制度もつくられていった。当初，そのような法制度

は，多くの場合，割り当てられた性別に対する不適合を精神疾患と

して扱い，生殖腺の除去等強い侵襲を伴う手術を条件とするという

問題を伴っていたが，生物学上の性別や割り当てられた性別と異な

る性自認を持つことは人間の性の自然なあり方であり，個人の性自

認がさまざまな場面で実効的に尊重されねばならないことが共通認

識となっていった。日本でも，２００３年になって，ようやく「性

同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（平成１５年７月

１６日法律第１１１号）」が成立し「性別の取扱いの変更」が可能

となった。同法は，婚姻していないこと，未成年の子がいないこと，

生殖腺除去の手術を要すること，外性器についても手術を要するこ

と等，非人道的で過酷な要件を課しているものの，曲がりなりにも，

割り当てられた性別に不適合感を持つ者がアイデンティティの性別

にしたがって生きる道を開いたという意味では，人の性の多様性を

承認する意味を持っている。 

イ 性的指向や性自認を理由とする差別が禁止され，人権の制約は許され

ないことが国際的に普遍的認識となっていること 



【リンクはご自由にお貼りください】 
【有償配布 及び Ｗｅｂ（ホームページ、ブログ、facebook等）へのアップロードや転載はおやめください】 
・「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年２月14日、札幌、東京、名古屋、大阪に提訴されました。 
・本訴状は、東京地方裁判所に提出されたものです。 ・原告に関する記載は一部を除き、省略しています。 

31 

そして，このような医学・精神医学の知見の根本的転換は，今世紀

に入って，国際社会の普遍的認識に高められている。 

すなわち，国際人権法の分野で，最初は，ヨーロッパ人権条約にも

とづく同人権裁判所において，同性愛者やトランスジェンダーの人々

の人権が重要な課題として提起され，性的指向については，１９８１

年に北アイルランドのソドミー法が条約上の人権を侵害すると判断さ

れたことを皮切りに，成人同性間の性行為を処罰することがヨーロッ

パ人権条約８条の「私生活の尊重を受ける権利」を侵害するとの判例

が確立した（甲Ａ３１・谷口洋幸「「同性愛」と国際人権」三成美保

編著『同性愛をめぐる歴史と法』（明石書店，２０１５年）１４８頁，

１５２頁）。１９９４年３月３１日，国連自由権規約人権委員会は，

自由権規約第２条第１項（差別なき人権尊重と保護の義務）及び同第

２６条（平等及び差別禁止と差別からの保護）の 「性 sex」 には

「性的指向を含む」として，主要人権条約における条約委員会（条約

の履行監視や個人通報に対する判断を行う）として初めて同性愛を人

権問題と位置づけ（甲Ａ３２－１・トゥーネン対オーストラリア タ

スマニア州 規約人権委員会決定 本文８．７，甲Ａ３２－２（訳

文）・１２頁），その後も，国際人権判例が蓄積されていった（甲Ａ

３１・谷口洋幸「『同性愛』と『国際人権』」三成美保編著『同性愛

をめぐる歴史と法』（明石書店，２０１５年）１５３頁）。 

さらに，これらの成果を法的文書として定式化することが目指さ

れ，２００６年のジョグジャカルタ原則（Principles on the applic

ation of international human rights law in relation to sexual 

orientation and gender identity 性的指向と性自認に関する国際

人権法の適用に関するジョグジャカルタ原則）（甲Ａ３３－１，３３

－２（訳文））の採択として結実した。同原則は，世界人権宣言に始
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まる既存の国際人権文書が，性的指向及び性自認によって差別される

ことなく適用可能であり，性的指向や性自認によって制限されてはな

らないことを明確にした。 

ジョグジャカルタ原則を起草・採択したのは，国際人権の分野の現

職公職者及び公職経験者を含む専門家であり（国連の人権に関する特

別報告者８名，各条約の履行監視にあたる条約委員会の現・元委員５

名が含まれる），そのように権威ある人々によって採択されたことで，

その後の国連の文書などで引用され，国際人権法における準公的文書

というべき位置づけを与えられている（甲Ａ３１・１５６頁）。 

そして，２０１１年６月，国連人権理事会は，「人権，性的指向及

び性自認」と題する決議（A/HRC/RES/17/19）を採択した（甲Ａ３４

－１・国連人権理事会第１７回通常会期「人権，性的指向およびジェ

ンダー同一性決議（原本），甲Ａ３４－２・同決議の国連広報センタ

ーによる日本語訳）。同決議は，世界のあらゆる地域での，性的指向

及び性自認を理由とした暴力や差別に重大な懸念を表明し，人権高等

弁務官に対し，差別的な法律や法の運用，性的指向や性自認を理由と

する個人に対する暴力について，同年１２月までに，全世界的な調査

を行うことを要請し，その報告を受け討議するためのパネルを開催す

ること，この問題に引き続き取り組むことを謳っている。この決議を

うけて人権高等弁務官による調査報告書が作成され，２０１２年には

パネルが開催された。また，国連人権高等弁務官事務所によるウェブ

サイトが開設され，啓発動画や冊子の配信が行われ，また，国連ＬＧ

ＢＴコアグループの結成（日本もその一員である）など活発な取り組

みがなされている。人権理事会は，２０１４年にも再び同様の決議を

行い，２０１６年には，性的指向・性自認による人権侵害を研究調査

する「独立専門家」を任命し取り組みを強めている。まさに，「性的
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マイノリティの権利保障は，国連の人権施策における主流に位置づけ

られている」のである（甲Ａ１１４・日本学術会議「提言 性的マイ

ノリティの権利保障をめざして－婚姻・教育・労働を中心に－」４

頁）。 

いまや，人と人を性的指向や性自認により差別することが許されず，

性的指向や性自認を理由に人権を制限することは許されないことが，

国際社会における普遍的認識となっているのである。 

ウ 「個人の尊重」の現代的意味 

 １９４７年当時，ＧＨＱのベアテ・シロタ・ゴードンや日本の国民

は，民主的で人権の尊重される日本をつくるために，新しい憲法を，

理想をもってつくりあげた。にもかかわらず，彼らの念頭に性的指向

における同性愛や両性愛，性自認に関わるトランスジェンダーが存在

したのかはおぼつかない。 

上記のとおり，かつて同性愛者・両性愛者やトランスジェンダーの

人々にスティグマを課し，個人として尊重される主体から排除する思

考を支えた古い知見や認識は，それ自体に学問的根拠が無いことが明

らかにされ，誤った医学的知見が人権侵害の口実として悪用された歴

史が反省された。さらに，精神医学・心理学における根本的転換が，

国際社会において法的・倫理的な認識に高められ，およそ人と人を性

的指向や性自認によって差別したり，基本的人権を否定することは許

されないことが国際社会の普遍的な認識となって共有されている（甲

Ａ６・谷口洋幸「性自認と人権―性同一性障害者特例法の批判的考察」

法学セミナー７５３号５１頁（日本評論社，２０１７年））。いまや，

国連はじめ国際社会をあげて性的指向や性自認による差別をなくす活

動が取り組まれている。 

そうであれば，「すべて国民は，個人として尊重される」という憲
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法１３条前段の意味も，異性愛とシスジェンダーのみが人の性の正し

いあり方と認識されていた時代とは当然に変わらなければならない。

性は個人の人格と人生に深く関わることがらであり，そして，人の性

は多様である。同性愛も両性愛も異性愛もまた性愛の意識を持たない

ことも人の性の自然なあり方の一つであり，また，人は生物学的性別

やそこから割り当てられる法律上の性別とは異なるアイデンティティ

を持つことがあり，異なる性別で生きることを望むことがある。憲法

１３条前段の「全ての国民は，個人として尊重される」との規定の意

味も，こうした多様な性のあり方が明確に前提とされねばならない。 

婚姻の自由の概念が，もしも，「異性愛とシスジェンダーのみが尊

重に値する」という前提に立つならば，それは，異性愛かつシスジェ

ンダーの者以外のひとびとにとって，名ばかりのものになる。「平等

な意思主体間の自由な意思の合致により成立する」という近代的婚姻

の本質的属性も，「すべて国民が個人として尊重される」という憲法

の基本的価値との特別の関係を失って，一部の者だけが「正常」で人

としての尊重に値するとされた時代だけに妥当する過去の遺物と堕す

る。しかし，前述のとおり，たくさんの人々の無念の想いとそれを繰

り返させないという強い決意の上に生まれた私たちの憲法が，そのよ

うなことを許すはずがない。もしそれが許されるなら，憲法自身が憲

法であることをやめるほかない。 

憲法２４条１項が，対等な当事者の意思の合致による婚姻を求め，

真の意味で男女ともに「個人として尊重される」婚姻を実現しようと

したのであれば，性的指向と性自認についても，また，相手方の法律

上の性別についても，それを問うこと無く婚姻しうることを保障した

と解するほかはない。 

エ 小括 
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婚姻の自由は，相手が法律上同性であるというだけの理由で否定さ

れるいわれは無く，否定されてはならない。すでに世界の多くの国で，

憲法や基本法の規定はそのままに，相次いで法律上同性の者との婚姻

が法制化されるに至っているのはそのためである。 

 

４ 憲法２４条１項は同性カップルの婚姻を禁止していないこと 

なお，憲法２４条１項の「両性の合意のみに基いて成立」，「夫婦が同等

の権利を有する」という文言から，同性カップルの婚姻は憲法により禁止さ

れているとの議論がなされることがある。 

しかし，憲法２４条１項は，当事者が異性どうしであることを婚姻の条件

と明記しておらず，憲法上の婚姻が異性間でしか認められないとも明記して

いない（甲Ａ３５・辻村みよ子『家族と憲法』（日本加除出版，２０１６

年）１２８頁）。文言解釈上，同条項が法律上同性の者との婚姻を禁止して

いると解する根拠は無い。 

また，同条項が法律上同性の者との婚姻を禁止するものでないことは，前

記憲法２４条の制定趣旨からすればいっそう明らかである。同条は，明治民

法下の家制度を否定し，婚姻に個人の尊重の理念を及ぼすという点にある。

同条１項の「婚姻は，両性の合意のみに基いて成立」との規定は，婚姻の持

つ個人の自己実現及び民主政の基盤としての重要な意義を現実のものとする

ために，個人の自由のない明治憲法下の婚姻を否定し，第三者による干渉を

排除し両当事者の自由かつ平等な合意のみで婚姻が成立するとして，婚姻に

個人の尊重と自律を確保したものである。 

このような制定趣旨に照らせば，同条項が，異性カップル以外の婚姻を禁

止するものとはおよそ解されない。 

このことは，最高裁判決の判示とも合致する。夫婦同氏規定最高裁判決

（最大判平成２７年１２月１６日民集６９巻８号２５８６頁）において，
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「憲法２４条は，１項において『婚姻は，両性の合意のみに基いて成立し，

夫婦が同等の権利を有することを基本として，相互の協力により，維持され

なければならない。』と規定しているところ，これは，婚姻をするかどう

か，いつ誰と婚姻をするかについては，当事者間の自由かつ平等な意思決定

に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される」と判示

した。同判決では，「両性」，「男女間」，「夫婦」といった言葉が意図的

に避けられ，「当事者間」という性別を特定しない言葉が選択された。これ

は，最高裁が，同条項は法律上同性の者との婚姻を禁じていない，との解釈

を提示したものと理解することも十分可能である（甲Ａ３６・木村草太「夫

婦同姓合憲判決の意味―何の区別が問題なのか？」自由と正義２０１６年６

月号１１０頁）。 

さらに，有力な憲法学説も，「憲法２４条１項が『婚姻』以外の結合を婚

姻と同等に扱うことは憲法上許されない，と解すべきではなかろう」（甲Ａ

３７・渡辺康行・宍戸常寿ほか『憲法Ⅰ 基本法』（日本評論社，２０１６

年）４５６頁）としており，憲法２４条１項は同性カップルの婚姻を禁止す

るものではないとしている。 

被告も，法律上同性の者らからの婚姻届を受理できない理由として，民法

及び戸籍法の規定をあげるのみで，憲法２４条１項の文言には言及していな

い。上記の議論に理が無いことは明白である。 

 

５ 結論 

本件原告らは，望む相手と意思の合致のみにより自律的に法律婚をなしう

る自由を妨げられている。すなわち，法律上同性の者との婚姻を認めない現

在の民法・戸籍法の下で，本件原告らは，憲法２４条１項の保障する婚姻の

自由を侵害されている。 

本件原告ら法律上同性の者との婚姻を認めたとしても，他者の人権を不当
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に制約するおそれは存在せず，法律婚その他社会の基本的制度を害する事情

もない。法律上同性の者との婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定は憲法上

の権利である婚姻の自由を不当に侵害するものであり，その限りで違憲かつ

無効である。 

 

第６ 法律上同性の者との婚姻を認めないことが平等原則に違反すること 

１ はじめに 

憲法１４条１項は，「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，

性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，

差別されない。」と定める。同条項が法の下の平等を定めたものであって，

事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り，法的な差別的取

扱いを禁止する趣旨のものであることは，最高裁が判示するところである

（最大判昭和３９年５月２７日民集１８巻４号６７６頁等）。 

異性との婚姻を希望する者（異性カップル）には婚姻を認め，同性との婚

姻を希望する者（同性カップル）には婚姻を認めないという現行民法及び戸

籍法による別異取扱い（以下「本件別異取扱い」という。）に，婚姻という

事柄の性質に応じた合理的な根拠は存在せず，本件別異取扱いは，憲法１４

条１項が禁止する法的な差別的取扱いに該当する。以下，詳述する。 

 

２ 性的指向に基づく別異取扱いであること 

まず，本件別異取扱いは，性的指向に基づく別異取扱いである。 

すなわち，婚姻は，性愛を伴う親密な関係性を基礎とするところ，同性愛

者は性的指向が同性の者に向いており，両性愛者も性的指向が同性の者に向

くことがある。しかし，同性愛者等は，その性的指向に従って同性であるパ

ートナーと婚姻することを希望しても，法律上，同性間での婚姻が認められ

ていないことから，その希望するパートナーとの婚姻は認められない。これ
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に対して，異性愛者は，自らの性的指向に従って希望する異性のパートナー

と婚姻することができる。このような差異が生ずるのは，異性間の婚姻のみ

を認めている法律婚制度が婚姻を希望する者の性的指向に関して無差別的な

ものではないからであり，そのような制度の下で，同性愛者等はその性的指

向ゆえに希望するパートナーとの婚姻を実現し得ないからである。したがっ

て，異性間の婚姻を認め，同性間の婚姻を認めていない法律婚制度は，婚姻

を希望する者の性的指向に基づき婚姻に関する別異取扱いを行うものである

といえる。 

 

３ 被侵害権利・利益 

本件別異取扱いにより，同性愛者等は重大な権利・利益を侵害されている。 

（１）婚姻の自由の侵害 

まず，本件別異取扱いにより，同性愛者等は婚姻自体をすることができ

ない。憲法上，同性愛者等（同性カップル）にも婚姻の自由が保障されて

いることは前述のとおりであるから，本件別異取扱いは，同性愛者等（同

性カップル）の婚姻の自由（憲法２４条１項）を侵害するものである。 

（２）社会的承認の不享受 

また，本件別異取扱いにより，同性カップルは，婚姻関係にあることの

戸籍による公証を受けることができないだけでなく，社会的な承認を得る

こともできない。 

すなわち，再婚禁止期間最高裁判決（最大判平成２７年１２月１６日民

集６９巻８号２４２７頁）が「国民の中にはなお法律婚を尊重する意識が

幅広く浸透して」いると述べるとおり，日本においては，法律婚したカッ

プルが「正式」なカップルであると認識され，社会的に承認を受けるべき

関係性とされている。その一方で，同性カップルは婚姻することができな

いため，「正式」なカップルとして認識されず，当然に社会的な承認を得
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ることもできない。 

そして，カップルにとって，二人の関係が社会から承認されていること

は重要な意味を持っている。もしも社会が二人の関係性を承認していなけ

れば，両当事者も自分たちの関係性を承認し，尊重することができず，安

心して関係を継続することは不可能である。カップルが自分たちの関係性

を尊重し，安定的な関係を築くためには社会からの承認が必要不可欠なの

である。 

婚姻することができる異性カップルは，社会的承認を受け，カップルと

しての尊厳や安定した関係性を築くことができるという心理的・社会的利

益を得ることができる。その一方で，同性カップルはこのような利益を得

ることができず，カップルとしての尊厳や安定した関係性を築くことが妨

げられているのである。 

（３）婚姻に伴う具体的権利・利益の不享受 

さらに，本件別異取扱いにより，同性カップルは，婚姻に伴って法律婚

夫婦が享受することができる様々な法的・経済的な権利・利益及び事実上

の利益を享受できない。以下，主なものを挙げる。 

ア 民法上の権利・利益 

（ア）同居・協力・扶助義務 

婚姻したカップルは，同居し，互いに協力し扶助しなければな

らない義務を負う（民法７５２条）。これは婚姻の本質的義務と

されている（甲Ａ３８・二宮周平編『新注釈民法（１７）』〔神

谷遊〕（有斐閣，２０１７年）１８９頁）。この義務に基づき，

婚姻したカップルの一方は，他方に対し，同居・協力・扶助を要

請することができ，それが履行されない場合には，離婚事由や慰

謝料等の損害賠償請求の原因となりうる。 

しかし，同性カップルには婚姻が認められていないため，カッ
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プルの一方が他方に対して民法７５２条に基づいて同居・協力・

扶助を求めることはできない。 

（イ）相続権 

婚姻したカップルの一方が死亡した場合，遺された者は，死亡

した者の法定相続人となり（民法８９０条及び９００条），寄与

分（同法９０４条の２）や遺留分（改正民法１０４２条以下）が

認められる。 

しかし，同性カップルには婚姻が認められていないため，同性

カップルの一方は他方の法定相続人となることができず，寄与分

や遺留分も認められない。したがって，生前にパートナーが遺言

をしている場合を除き，遺された者が死亡したパートナーの遺産

を承継することはできない。 

（ウ）財産共有推定及び財産分与 

婚姻したカップルが関係を解消する際，財産共有推定規定の適

用があり（民法７６２条２項），家事調停及び家事審判において

財産分与（同法７６８条）を求めることができる。 

しかし，同性カップルには婚姻が認められていないため，財産

共有推定規定の適用や財産分与請求権は，当然には認められない。 

（エ）共同親権 

異性カップルの場合，婚姻すれば，その間の子については，婚

姻している間，夫婦が共同して親権を行使する（民法８１８条３

項本文）。しかし，同性カップルの場合，一方が親権を有する子

を共に養育していても，その子について共同して親権を行使する

ことはできない。 

すなわち，異性との間で子をもうけた後にその異性と関係を解

消した場合など，子を持つ者が，同性のパートナーと出会い，関
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係を築くことがある。さらに，女性カップルの一方が２人で子を

育てていこうと考え，第三者である男性から精子の提供を受けて

子をもうけ，その子を女性カップルにて養育することもある。し

かし，同性カップルに婚姻が認められておらず，これらの子と母

や父でない同性パートナーとの間の親子関係が整備されていない

ため，母や父でない同性パートナーは，母や父である同性パート

ナーの子との間に，法的には何らの関係性も有することができな

い。それ故，母や父である同性パートナーが死亡した場合，遺さ

れたパートナーは親権者ではないため，遺されたパートナーを未

成年後見人に指定する旨の遺言(同法８３９条１項)が存在しない

限り，未成年後見人選任申立手続きが開始し（同法８３８条１

号），遺されたパートナーが未成年後見人に選任される保障はな

い。そうすると，それまで実際に養育し，事実上の親子関係が構

築されているとしても，遺されたパートナーは，以後，子の養育

にあたれないこととなる。これは，子の立場からしても，非常に

不安定かつ不利益な状況であると言わざるを得ない。 

なお，母や父でない同性パートナーと子との間で養子縁組を行

えば，当該同性パートナーはその子の親権者となるが，その場合

には母や父である同性パートナーが親権を失うこととなるため

（同法８１８条２項），共同で親権を行使することはいずれにし

ても叶わない。 

イ 税法上の権利・利益 

（ア）所得税・住民税 

婚姻したカップルは所得税・住民税の配偶者控除を受けること

ができ（所得税法２条１項３３号ないし同項３３号の４，８３条，

８３条の２，地方税法３４条１項１０号の２），また，所得税・
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住民税の医療費控除について世帯で合算することができる（所得

税法７３条，地方税法３４条１項２号）。 

しかし，婚姻が認められていない同性カップルは，このような

優遇措置を一切受けることができない。 

（イ）相続税 

婚姻したカップルの片方が死亡した場合，遺された者（配偶者）

については，取得した遺産額が法定相続分相当額までであればそ

の額がどんなに高額であっても相続税が課せられないが（相続税

法１９条の２），同性カップルにはその優遇措置が認められてい

ない。 

また，同性カップルの一方が他方の遺産を相続するには遺贈の

方法によるほかないが，法律婚配偶者が法定相続人として相続す

る場合に比して，相続税額の２割加算が行われ，税額が高い（同

法１８条）。 

さらに，婚姻期間が２０年以上の法律婚夫婦の間であれば，居

住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行わ

れた場合，基礎控除１１０万円のほかに最高２０００万円まで控

除することができるという特例が認められているが（同法２１条

の６），同性カップルはこの特例を利用することもできない。 

ウ その他の法的権利・利益 

（ア）在留資格等 

日本人と外国人の異性カップルの場合，婚姻することにより，

外国人パートナーは，「日本人の配偶者等」という在留資格を取

得することができ，長期間，日本に滞在することが可能となる

（出入国管理及び難民認定法第２条の２第２項，別表第二）。し

かし，法律上の配偶者になれない同性パートナーは，かかる在留
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資格を取得することができない。 

また，日本人と外国人の異性カップルであれば，外国人パート

ナーが在留許可期間を経過して日本に滞在し，強制退去事由が発

生している場合であっても，日本人と夫婦として相当期間共同生

活をし，夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していると

の事情があれば，在留特別許可が認められうる（同法５０条１項

４号。法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドライン」参

照）。この点に基づき在留特別許可が認められた裁判例として，

東京地判平成１９年８月２８日判時１９８４号１８頁，福岡高判

平成１９年２月２２日，東京高判平成１９年１１月２１日，東京

地判平成２９年８月２５日などがある。同ガイドラインでは「婚

姻が法的に成立していること」とあるものの内縁関係であっても

在留特別許可を認めた例として，名古屋高判平成３０年１月１９

日，名古屋高判平成３０年２月２８日（平成２９年（行コ）３

号），名古屋高判平成３０年４月１１日などがある。 

上記の制度について，東京地判平成２０年２月２９日判時２０

１３号６１頁（甲Ａ３９）は「本邦への在留を希望する外国人が，

日本人との間に法律上又は事実上の婚姻関係がある旨を主張し，

当該日本人も当該外国人の本邦への在留を希望する場合において，

両者の関係が，両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的とし

て真摯な意思をもって共同生活を営むという婚姻の本質に適合す

る実質を備えていると認められる場合には，当該外国人に在留特

別許可を付与するか否かの判断に当たっても，そのような事実は

重要な考慮要素として斟酌されるべき」として，夫婦の共同生活

が婚姻の実質を伴うものであれば法の保護が与えられるべきと指

摘している。 
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これに対し，同性カップルの一方である外国人パートナーにつ

いては，在留特別許可を付与する取扱いがなされておらず，強制

的に本国に帰国させられることになる。 

さらに，日本に引き続き５年以上住所を有するなどの要件を満

たした場合，本人が国籍の取得を希望する旨の申請をし，国が許

可することによって，日本国籍が与えられるところ（国籍法５

条），日本人と婚姻した外国人については，帰化の要件となる継

続居住期間が３年に緩和されている（同法７条）。しかし，同性

カップルには婚姻が認められていないため，要件緩和の優遇措置

を受けることができない。 

（イ）遺族年金 

異性カップルの場合，法律婚配偶者にとどまらず，事実婚の配

偶者であっても，遺族厚生年金の支給を受けることができる（厚

生年金保険法３条２項，５９条１項）。しかし，同性カップルの

場合，婚姻が認められていないため，法律婚配偶者としての支給

がないことは当然であり，しかも事実婚配偶者としての支給を受

けることができるかも，定かでない。 

（ウ）犯罪被害給付制度における遺族給付金 

異性カップルの場合，パートナーが犯罪行為により死亡したと

きは，法律婚配偶者にとどまらず，事実婚の配偶者であっても，

犯罪被害給付制度における遺族給付金の支給を受けることができ

る（犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関

する法律第４条第１号，第５条第１項第１号）。 

しかし，同性カップルの場合，婚姻が認められていないため，

法律婚配偶者として遺族給付金の支給を受けることができないこ

とは当然であり，しかも事実婚の配偶者としての支給を受けるこ
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とができるかも，定かではない。 

（エ）公営住宅への入居 

多くの地方自治体では，条例で，「同居または同居予定の親族」

の存在を公営住宅への入居条件としている。法律婚配偶者はここ

でいう「親族」に該当し，また，異性カップルであれば，事実婚

であっても，「親族」に該当するとされる場合が多い。 

しかし，同性カップルの場合には，入居資格が認められる自治

体はごく少数である。ほとんどの自治体では，同性カップルには

公営住宅の入居資格が認められていない。 

（オ）ＤＶ防止法による保護 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

（以下，「ＤＶ防止法」という。）の保護対象は，事実婚の配偶

者のみならず，生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共

同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く）をする関係

にある相手からの暴力を受けた者にまで及ぶ（同法２８条の２前

段）。 

しかし，同性カップルについては，婚姻が認められていないこ

とが障壁となり，実務上，ＤＶ防止法の保護が同性カップルに及

ぶかは明らかでない（甲Ａ４０・小川直人「東京地方裁判所にお

ける保護命令の実情」家庭の法と裁判２０１８年１０月号１２頁

は，「『婚姻関係』は男女間の婚姻を意味しているものと解され

ることなどを踏まえると，同性間への適用は慎重に検討されるべ

きではないかと考える」とする。）。 

エ 事実上の不利益 

（ア）医療同意など 

同性カップルの一方が意識不明の状態で救急搬送された場合に，
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他方パートナーが患者との面会を求め，病状の説明を求めても，

病院は，当該パートナーが患者の法的な親族ではないという理由

で面会や病状説明を拒否したり，スムーズに認めなかったりする

場合がある。 

また，パートナーの延命のために手術を含む医療行為が必要に

なる場合に，婚姻している異性カップルであれば，配偶者の同意

をもって患者本人の推定的同意とされることが通常であるが，同

性パートナーについては，患者の法的な親族ではないという理由

で，病院がそのような同意を認めないのが通常である。これは，

同性カップルの場合，目の前で生死の境をさまよっているパート

ナーに必要な医療を受けさせることすらできないことを意味する。 

（イ）民間住宅への入居 

同性カップルが民間住宅の賃貸契約を申し込んでも，賃貸人は，

婚姻が認められていない同性カップルに家を賃貸することに消極

的であることが少なくない。そのため，同性カップルにおいては，

条例により公営住宅への入居資格が得られないにとどまらず，民

間の賃貸物件に入居することにも困難が伴う。 

（ウ）住宅の購入 

住宅を購入しようとする場合，婚姻した異性カップルであれば

二人の収入を勘案してペアローンを組むことが可能である。それ

により，夫婦が別々にローン契約を結び，互いが互いの債務の連

帯保証人となることで，ローン契約における債務をカップルが平

等に負担し，当該建物の所有権を共有することとなる。 

しかし，多くの金融機関は，婚姻が認められていない同性カッ

プルについて，ペアローン契約を認めていない。そのため，同性

カップルはペアローンを利用することができず，一方のみが当該
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住宅の所有者兼ローン債務者とならざるを得ない。 

（４）小括 

以上述べてきたとおり，本件別異取扱いにより同性愛者等（同性カップ

ル）が得られない権利・利益は，憲法が保障する婚姻の自由，社会的承認

に伴う心理的・社会的利益，法的・経済的権利・利益及び事実上の利益と

多岐に及ぶのであって，本件別異取扱いが同性愛者等に与える権利侵害・

不利益は，非常に重大であると言わざるを得ない。 

 

４ 厳格に審査されるべきこと 

本件別異取扱いが重大な権利利益を侵害していることは以上のとおりであ

るが，そのような重大な結果を伴う本件別異取扱いが「事柄の性質に応じた

合理的な根拠」に基づくものといえるか，すなわち，同性愛者等（同性カッ

プル）を婚姻制度から排除し，重大な権利侵害・不利益を与えることを正当

化するような事由が存在するかは，厳格に判断されなければならない。その

理由は，以下のとおりである。 

（１）後段列挙事由による別異取扱いであること 

まず，憲法１４条１項後段列挙事由に基づく差別は，民主主義の理念に

照らし原則として不合理なものと考えられ，その合理性については厳格に

審査すべきであると考えられているところ（甲Ａ１５・芦部信喜著・高橋

和之補訂『憲法 第六版』（岩波書店，２０１５年）１３４頁），同性愛

者等（同性カップル）に対する性的指向に基づく本件別異取扱いは，同項

後段の「社会的身分」及び「性別」に基づく別異取扱いに該当する。 

すなわち，まず，憲法１４条１項後段の「社会的身分」とは，「人が社

会において一時的ではなしにある程度継続的に占めている地位または身分」

（広義説），「人が社会において一時的ではなく占めている地位で，自分

の力ではそれから脱却できず，それについて事実上ある種の社会的評価が



【リンクはご自由にお貼りください】 
【有償配布 及び Ｗｅｂ（ホームページ、ブログ、facebook等）へのアップロードや転載はおやめください】 
・「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年２月14日、札幌、東京、名古屋、大阪に提訴されました。 
・本訴状は、東京地方裁判所に提出されたものです。 ・原告に関する記載は一部を除き、省略しています。 

48 

伴っているもの」（中間説），あるいは，「出生によって決定され，ある

いは自己の意思で離れることができないような，固定した社会的地位・身

分」（狭義説）と解されている（甲Ａ４１・芦部信喜『憲法学Ⅲ 人権各

論（１）〔増補版〕』（有斐閣，２０００年）４７頁）。この点，性的指

向は自らの意思で自由に変えることができない事柄である。また，同性

愛・両性愛の性的指向は，長い間社会的に，異常性愛，変態性欲等の偏

見・侮蔑・無理解の対象とされ，正常から逸脱した性愛のあり方という烙

印がおされてきたのであり，そのような偏見は現在でも根強く残存してい

る。したがって，「社会的身分」の定義についていずれの解釈に立ったと

しても，性的指向は「社会的身分」に該当する。 

また，憲法制定当時，憲法１４条１項後段の「性別」による差別として

想定されていたのは，男性か女性かに着目した差別であったことは否定で

きないが，憲法が「性別」による差別の禁止を明示したのは，歴史上長き

にわたって女性が男性と同等の権利主体とみなされず，女性差別が恒常的

に存在したからである。女性差別は社会的・経済的マイノリティである女

性という「性」に関する差別であるところ，性的指向における同性愛者，

性自認におけるトランスジェンダーも，「性」に関するマイノリティであ

る。そして，セクシュアル・マイノリティもまた，長きにわたって偏見・

差別の対象とされてきた。そうであれば，セクシュアル・マイノリティに

対する差別も「性」に関する差別に他ならない。この点，国連自由権規約

委員会も，自由権規約第２条第１段及び同第２６条の「sex」は性的指向

を含むとの判断を示しているところである（甲Ａ３２－１，３２－２・１

９９４年３月３１日の，オーストラリア・タスマニア州の成人間同意に基

づく性的関係を処罰する法規に対するニコラス・トゥーネン氏による個人

通報事件）。したがって，性的指向に基づく本件別異取扱いは「性別」に

基づく別異取扱いに該当する。 
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以上のとおり，性的指向に基づく本件別異取扱いは，「社会的身分」及

び「性別」に基づく別異取扱いである。したがって，本件別異取扱いにつ

いては，民主主義の理念に照らし原則として不合理な別異取扱いとして，

その合理性は厳格に審査されなければならない。 

（２）性的指向は自らコントロールできない事由に基づく別異取扱いであること 

また，人は自らの性的指向を自分の意思で自由に変えることはできない

ところ，このような，自らの意思や努力によって変えることができない属

性に基づく別異取扱いの合理性については，慎重に判断されなければなら

ない。このことは，最高裁も採用するところである。 

すなわち，旧国籍法３条１項が，日本国民である父と日本国民でない母

との間に出生した後に父から認知された子につき，婚姻準正の場合に限っ

て日本国籍の取得を認め，非準正子の日本国籍取得を認めていないことが

憲法１４条１項に違反するか否かが争われた婚外子国籍事件（最大判平成

２０年６月４日民集６２巻６号１３６７頁）で，最高裁は，「嫡出子たる

身分を取得するか否かが自らの意思や努力によって変えることのできない

事柄であること」を考慮し，「このような事柄をもって日本国籍の取得の

要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについて

は，慎重に検討することが必要である。」と述べた。 

また，婚外子の法定相続分に関する民法の規定が憲法１４条１項に違反

するか否かが争われた婚外子相続分差別事件（最大決平成２５年９月４日

民集６７巻６号１３２０頁）でも，最高裁は，「父母が婚姻関係になかっ

たという，子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由と

してその子に不利益を及ぼすことは許され」ないとして，総合考慮の上，

法定相続分を区別する合理的根拠の存在を否定している。 

（３）被侵害権利・利益が重大であること 

さらに，「重要な権利・利益についての差別」である場合，その合理性
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の有無については厳格な判断基準が該当するところ（甲Ａ４２・高橋和之

『立憲主義と日本国憲法〔第４版〕』（有斐閣，２０１７年）１６６頁），

本件別異取扱いが「重要な権利・利益についての差別」であることは前述

（第６の３）のとおりであるから，本件別異取扱いが憲法１４条１項後段

列挙事由に基づく別異取扱いに該当するか否かにかかわらず，その合理性

の有無は厳格に判断されなければならない。 

（４）民主政の過程で救済されない事柄であること 

以上に加えて，本件別異取扱いを受けている当事者は同性愛者等であっ

て，人口に占める割合は少なく，社会における圧倒的な少数者である。し

かも，同性愛者等は長年にわたって差別意識や偏見にさらされてきたため，

問題提起することによる更なる差別・偏見をおそれ，自らの権利を回復す

るために声を上げることが非常に困難であるのが実情であるし，社会全体

に広く根深く行き渡った差別意識や偏見は，容易に改められるものではな

い。同性愛者等をめぐるこのような状況に照らすと，民主政の過程で本件

別異取扱いが解消され，同性愛者等が救済を受けることは，極めて困難で

ある。これを踏まえると，本件別異取扱いの是正について，国会に委ねる

ことは許されず，裁判所には，合理性の有無について厳格に判断すること

が求められている。 

夫婦同氏規定最高裁判決（最大判平成２７年１２月１６日民集６９巻８

号２５８６頁）の寺田逸郎裁判官の補足意見も，「選択肢のありようが特

定の少数者の習俗に係るというような，民主主義的プロセスによる公正な

検討への期待を妨げるというべき事情も，ここでは見いだすに至らない。」

と述べており，（夫婦同氏制の是非が民主政の過程での検討になじむもの

であるかは別として，）少数者の人権保障については民主政の過程で解決

することが困難であるという理解が前提とされている。 
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（５）小括 

以上のとおりであるから，本件別異取扱いの合理性の有無は，厳格に審

査されなければならない。 

 

５ 別異取扱いが正当化されないこと 

では，果たして，本件別異取扱いに，婚姻という事柄に応じた合理的な根

拠は存在するか。 

（１）婚姻の意義・目的に照らして同性愛者等を排除する理由がないこと 

まず，婚姻の意義・目的は，パートナーとの人格的結びつきの安定化に

見い出されるところ（甲Ａ３８・二宮周平編『新注釈民法（１７）』〔二

宮周平〕（有斐閣，２０１７年）６９頁），異性カップルであっても同性

カップルであっても，パートナーとの人格的結びつきの安定化が重要であ

ることに変わりはない。 

そうであれば，婚姻について性的指向によって別異取扱いをすること，

すなわち，同性カップルを婚姻制度から一律に排除することは，婚姻の意

義・目的から導かれるものではなく，むしろ，婚姻の意義・目的にそぐわ

ない。 

（２）各被侵害権利・利益を付与しない理論的根拠が存在しないこと 

また，本件別異取扱いにより同性カップルが享受できない各権利・利益

について個々に検証しても，それを同性カップルに付与しない理論的根拠

は何ら存在しない。以下，婚姻に伴う民法上の主な権利・利益について，

それが付与されている趣旨・目的に遡って検証する。 

ア 同居・協力・扶助義務（民法７５２条） 

婚姻したカップルは「精神的・肉体的・経済的な共同体」を形成す

ることになることから，その共同体の維持・継続に努める義務として

定められているのが，同居・協力・扶助義務である（甲Ａ３８・二宮
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周平編『新注釈民法（１７）』〔神谷遊〕（有斐閣，２０１７年）１

８７頁）。 

異性カップルであっても同性カップルであっても，「精神的・肉体

的・経済的な共同体」を形成していくことに違いはないから，同性カ

ップルであることが同居・協力・扶助義務という法的効果を与えない

理由とはならない。 

イ 相続権（民法８９０条及び９００条） 

配偶者に相続権が与えられている趣旨は，婚姻中の財産の清算と生

存配偶者の扶養ないし生活保障にある（甲Ａ４３・中川善之助，泉久

雄編『新版注釈民法（２６）』〔中川善之助〕（有斐閣，１９９２年）

２７６～２７７頁）。 

異性カップルであっても同性カップルであっても，財産の清算及び

生存当事者の扶養ないし生活保障の必要性に変わりはないから，同性

カップルであることがその一方に配偶者としての相続権を与えない理

由とはならない。 

ウ 財産共有推定（民法７６２条２項）及び財産分与（同７６８条） 

婚姻したカップルの財産の共有推定は，婚姻生活が経過する中でカ

ップルの片方が財産を取得した経緯が曖昧になり，いずれの特有財産

であるかを明らかにできない場合に備えて定められているものであり

（甲Ａ３８・二宮周平編『新注釈民法（１７）』〔犬伏由子〕（有斐

閣，２０１７年）２６０頁），財産分与は，夫婦の協力によって得た

財産の分割，離婚後の扶養料及び有責者への制裁的な意味での慰謝料

という性質を有する（同３９７頁）。 

いずれの理由ないし性質も，異性カップルであるか同性カップルで

あるかにかかわらず該当するものであるから，同性カップルであるこ

とは，財産共有推定及び財産分与の規定の効果を及ぼさない理由とは
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ならない。 

エ 共同親権（民法８１８条３項） 

親権は，未成年子の利益・福祉を目的とする社会的任務が親の愛情

に信託されたものであり，共同親権は，両親の対等性を反映したもの

である（甲Ａ４４・於保不二雄，中川淳編『新版注釈民法（２５）親

族（５）〔改訂版〕』（有斐閣，２００４年）１５頁）。異性カップ

ルであっても同性カップルであっても，実際に養育する未成年子の利

益・福祉を目的とする社会的任務を負うべきこと，また，かかる任務

をカップル双方が対等に負うべきことに，変わりはない。 

親子関係にとって必要なことは子の福祉・保護であり，同性カップ

ルの家族関係が安定し，そこでの子の養育を保障することが子の福祉

につながる。親と子の相互的な関係性が適切に形成されることが重要

なのであり，父＝男と母＝女というペアである必然性はない（甲Ａ３

８・二宮周平編『新注釈民法（１７）』〔二宮周平〕（有斐閣，２０

１７年）７７頁）。 

以上のとおり，婚姻に伴って付与される民法上の主な権利・利益の

いずれについても，その趣旨・目的と照らし合わせた場合に，異性カ

ップルであることが理論的に要請されるものは，一つとして存在しな

い。上記で言及していないその他の権利・利益についても同様である。 

（３）同性愛者等の尊厳を傷つけること 

さらに，婚姻は，カップルに対し，法的な家族であるという社会的承認

を与える効果を持つところ，同性カップルの婚姻が認められていない現状

は，同性カップルに「社会が承認しない関係性」というスティグマを与え

るものであり，同性カップルや同性愛者等に対して二級市民のレッテルを

貼るに等しい。また，性的指向において，異性愛だけが正常であり，同性

愛・両性愛等は異常であるという，いわゆる「異性愛規範」，「異性愛中
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心主義」を生み出し，追認し続ける素地にもなっている。 

このことは，同性愛者等の尊厳を傷つけ，自己肯定感の涵養を妨げ，低

下させ，メンタルヘルスの悪化，自殺念慮や自殺未遂を引き起こすなど，

同性愛者等が抱える生きづらさを生む大きな要因にもなっている。 

すなわち，国内の複数の統計調査により，同性愛者等は，自殺念慮や自

殺未遂を経験した割合が高いことが報告されている（甲Ａ４５・古本晴英

他「弁護士・弁護士会による自殺対策の展望」自由と正義（２０１３年１

０月号）４４頁）。２０１２年に続き，２０１７年７月の政府の「自殺総

合対策大綱」（甲Ａ４６・自殺総合対策大綱２０１２ ８頁，甲Ａ４７・

自殺総合対策大綱２０１７ １５頁）においても，同性愛者等を含むセク

シュアル・マイノリティの自殺念慮の割合等の高さについて言及されてい

る。 

このような自殺念慮等の割合の高さの要因については，異性愛が当然と

され同性愛に対し差別・偏見がある社会の中で，同性愛者等は異性愛者と

しての役割を振る舞わざるをえず，内面に強い心理的葛藤をもたらすこと

が多く，その結果，自身のメンタルヘルスを悪化させていると分析されて

いる（甲Ａ４５・５２頁）。前掲の２つの「自殺総合対策大綱」において

も，「無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉え」

るべきであると明示されている。 

同性愛者等を含むセクシュアル・マイノリティの自殺念慮や自殺未遂の

背景には様々な要因があるとは考えられるが，特に，どのような相手に恋

愛感情を抱くか，性的魅力を感じるか，どのような相手と性愛に基づく親

密な関係を築くかといったことは，その人の人格の本質や，その人らしい

人生，その人らしい幸福追求をなすことと切っても切れない事柄である。

その相手が同性であることを異常視され二級市民とみなされる社会におい

ては，同性愛者等は，自分の存在や自分の人生が異性愛者と同じように周
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囲から承認されることはないという諦めや無力感，差別され排除されるこ

とへの不安や恐怖心を，日常的に抱くことにもなる。 

婚姻制度は国民の意識に幅広く浸透し，誰もが関わりうる人生の重要事

として意識されており，また，ある二人が法的な夫婦であるという関係性

は，社会生活上当然のように周囲から意識され，尊重されている。そのた

め，婚姻制度のあり方は，直接間接に人々の意識に大きな影響を与えてお

り，婚姻が異性カップルに限定されている現行婚姻制度のあり方は，同性

カップルや同性愛者等が「社会に承認されるに値しない，異常で劣ったも

の」であるという差別意識や偏見を根付かせ，助長し，その是正を妨げて

いる。同性カップルの婚姻を認めない現行の婚姻制度が改められないまま，

社会においては，同性カップルや同性愛者等に対する差別意識や偏見が改

められるなどという状況は，想像することができない。 

加えて，同性愛者等にとっては，性的指向が異性に向いていれば望む相

手と婚姻できるのに対し，同性に向いている場合には望む相手と婚姻でき

ないこと自体も，自らの性的指向に従って自分らしい人生を送り幸福を追

求することが社会的に認められないという諦めや無力感を抱かせるもので

ある。 

このように，同性カップルの婚姻が認められていないことは，同性愛者

等が異性愛者に比べて異常かつ劣る存在であるという差別的観念が社会的

に受容され続ける素地を作る要因となっており，そのことを通じて，今こ

のときにも，同性愛者等の尊厳を深刻に傷つけ続けている。よって，この

ような事態をもたらす本件別異取扱いが正当化される余地はない。 

（４）届出婚主義の趣旨に反すること 

以上に加えて，日本において婚姻は，戸籍事務管掌者へ婚姻の届出をす

ることによって成立するが（届出婚主義），このような婚姻の成立方式が

とられている趣旨は，当事者に婚姻の意思があることを確認すること，重
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婚や近親婚の禁止など婚姻障害事由が存在していないかどうかを確認する

こと，さらに婚姻関係を公示して人の家族関係を明らかにすることにある

（甲Ａ３８・二宮周平編『新注釈民法（１７）』〔二宮周平〕（有斐閣，

２０１７年）８０頁）。 

ところが，同性カップルに婚姻が認められていないことにより，同性カ

ップルは，事実上の「婚姻関係」にある場合でも，戸籍上，家族として扱

われないから，「婚姻関係を公示して人の家族関係を明らかにする」とい

う目的は達せられない。 

よって，本件別異取扱いは，婚姻の性質に応じた合理的な根拠に基づく

どころか，「婚姻関係を公示して人の家族関係を明らかにする」という届

出婚主義の趣旨と相反する結果を招来しているものである。 

（５）小括 

以上のとおり，本件別異取扱いにより，同性カップルは非常に重大な権

利・利益の侵害を受けている一方で，婚姻の性質からすれば同性カップル

を婚姻制度から排除することは許されず，婚姻カップルに与えられる各種

権利・利益につきその趣旨と照らし合わせて個別に検証しても，同性カッ

プルが排斥されるべき理論的根拠は見当たらない。 

また，同性カップルに婚姻が認められていない現状は，同性愛者等の尊

厳を深刻に傷つけるものである上，「婚姻関係を公示して人の家族関係を

明らかにする」という婚姻制度の趣旨と相反する結果をもたらしている。 

したがって，本件別異取扱いについて，婚姻の性質に応じた合理的な根

拠は一切存在しない。 

 

６ 結論 

本件別異取扱いの合理性の有無については厳格に判断されなければならな

いことも踏まえた上で，現行法を婚姻という事柄の性質からみたとき，本件
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別異取扱いが正当化される余地はない。 

よって，本件別異取扱いは，憲法１４条１項が禁止する法的な差別的取扱

いに該当する。 

 

第７ 立法不作為が国賠法上違法であること 

１ 立法不作為の国家賠償法上の違法性に関する基準 

再婚禁止期間違憲最高裁大法廷判決（最大判平成２７年１２月１６日民集

６９巻８号２５８６頁）は，「法律の規定が憲法上保障され又は保護されて

いる権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反する

ものであることが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由なく長期に

わたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては，国会議員の立法

過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして，例外的に，

その立法不作為は，国家賠償法上１条１項の規定の適用上違法の評価を受け

ることがあるというべきである（最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６

０年１１月２１日第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁，最高裁平成

１３年（行ツ）第８２号，第８３号，同年（行ヒ）第７６号，第７７号同１

７年９月１４日大法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁参照）」とする。 

本件では，法律上同性の者との婚姻が可能でない現行法の規定が，同性愛

者等の婚姻の自由を侵害するとともに，憲法１４条１項の平等原則違反でも

あることは明白であるにもかかわらず，国会は正当な理由なく長期にわたっ

て，法律上同性の者との婚姻を可能とする立法措置を懈怠しているといえる。

したがって，法律上同性の者との婚姻を可能とする立法の不作為は，国家賠

償法上違法である。以下，詳述する。 

 

２ 本件規定の違憲性が明白であること 

これまで述べたとおり，法律上同性の者との婚姻が可能でない現行法の規
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定は，憲法２４条１項で保障される婚姻の自由及び憲法１４条１項が保障す

る平等権ないし平等原則を合理的な理由なく制約するものである。このこと

に加え，以下に述べる各事実からすれば，現行法の規定が憲法２４条１項及

び同１４条１項違反であることは，遅くとも，（上記立法措置がなされてい

れば婚姻を成立させるべき行為を，原告らのなかで最も早く行った）原告中

島と原告クリスティナがドイツで婚姻を挙行した時期である平成３０年（２

０１８年）９月（甲Ｇ２，３）よりも相当前の時点において，国会にとって

明白になっていた。 

（１）同性愛者等であることを理由とする権利利益の制約や差別は許されないと

いう認識が確立，浸透してきたこと 

ア 科学的知見の確立 

「第５の３（２）」で述べたとおり，かつては，精神医学・心理学

によって，同性愛は『性的異常』『精神疾患』とされてきた。しかし，

前世紀後半以降，諸外国で同性愛者等の権利獲得運動の高まりや数々

の実証的研究や学際的研究によって，それらに根拠が無いことが示さ

れ，同性愛や両性愛自体がいかなる意味でも疾病ではないとの知見が

確立した。すなわち，精神医学において国際的な権威を持つアメリカ

精神医学会による診断マニュアル『ＤＳＭ』は，１９８７年，同性愛

に関する用語を精神障害の項目から全て削除した（甲Ａ４８・平田俊

明「西洋精神医学における同性愛の扱いの変遷」精神科治療学３１巻

８号９８５－９９０頁，甲Ａ２８－１，２８－２・ＤＳＭ－Ⅲ－Ｒ）。

また，ＷＨＯ作成の『国際疾病分類』（ＩＣＤ）においても，１９９

２年，改訂第１０版中で，「同性愛はいかなる意味でも治療の対象と

はならない」とされた（甲Ａ３０－１，３０－２）。 

イ 法的倫理的認識の確立 

 １９９０年代以降，以下のとおり，国連の人権条約機関（各人権条
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約の委員会等）が各条約の解釈において性的指向の保護に言及し，ま

た，性的指向及び性自認に基づく差別等を禁止する内容の国際的な声

明・決議等を出し続けた（甲Ａ３１，３３－１ないし３４－２）。 

（ア）市民的及び政治的権利に関する国際人権規約（自由権規約） 

「第１７条 

１ 何人も，その私生活，家族，住居若しくは通信に対

して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用

を不法に攻撃されない。 

２ すべての者は，１の干渉又は攻撃に対する法律の保

護を受ける権利を有する。」 

同条項は，「私生活及び家族生活の尊重を受ける権利」を定め

るものであるところ，１９９４年，同性愛行為を犯罪としていた

法律の規約違反が争われたトゥーネン対オーストラリア事件（CC

PR/C/50/D/488/1992）において，性的指向が「私生活の尊重を受

ける権利」に含まれることが示され，同法の規約違反が認定され

た（甲Ａ３２－１，３２－２）。 

「第２３条 

１ 家族は，社会の自然かつ基礎的な単位であり，社会

及び国による保護を受ける権利を有する。」 

同条項は，家族が基礎的な単位として尊重を受ける権利を保障

するものである。特定の条項の意義や機能，その実施のために必

要とされる措置等について条約機構としての正式な解釈を示すも

のである一般的意見第２８は，「多様な家族概念を受容すること

は重要である」としている。また，女性差別撤廃委員会も，一般

勧告第２９において，同性カップルの関係性の保護に言及してい

る。 
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 したがって，同性カップルの関係性を家族として尊重すべきこ

とは，自由権規約第１７条及び第２３条から要請されているとい

うべきである。 

「第２６条 

 すべての者は，法律の前に平等であり，いかなる差別

もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。

このため，法律は，あらゆる差別を禁止し及び人種，皮

膚の色，性，言語，宗教，政治的意見その他の意見，国

民的若しくは社会的出身，財産，出生又は他の地位等の

いかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な

保護をすべての者に保障する。」 

 同条項は，法の下の平等を定めるものであるところ，本条の

「性」に性的指向が含まれることについて，自由権規約委員会は，

トゥーネン対オーストラリア事件（CCPR/C/50/D/488/1992）にお

いて明確に示した。同様に，２００３年，異性カップルに認めら

れている遺族年金の同性カップルへの不支給の違法性が争われた

ヤング対オーストラリア事件（CCPR/C/78/D/941/2000）において

も，本条の「性」に性的指向が含まれるとして，性別または性的

指向に基づいて申立人への遺族年金支給を拒否したことは，規約

第２６条で規定される法の下の平等に反すると結論づけた（甲Ａ

４９）。 

（イ）経済的，社会的及び文化的権利に関する国際人権規約（社会権

規約） 

「第２条２項 

 この規約の締約国は，この規約に規定する権利が人種，

皮膚の色，性，言語，宗教，政治的意見その他の意見，
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国民的若しくは社会的出身，財産，出生又は他の地位に

よるいかなる差別もなしに行使されることを保障するこ

とを約束する。」 

 同条項は，経済的，社会的及び文化的無差別を定めるもので

あるところ，一般的意見の第１４・パラグラフ１８，第１５・

パラグラフ１３，第１８・パラグラフ１２，第２０・パラグラ

フ３２及び第２２・パラグラフ９において，「他の地位」に性

的指向が含まれることが明示されている （甲Ａ５０－１ない

し５０－５）。 

（ウ）声明・決議 

 ２００６年，「性的指向と性自認の問題に対する国際法の適

用に関するジョグジャカルタ原則」が採択された（甲Ａ３３－

１，３３－２）。 

 同原則は，セクシュアル・マイノリティに対する暴力や虐待，

差別を根絶し，平等を確保するために，立法府を含めた国家機

関がなすべき措置を示すものである。 

 ２０１１年６月，国連人権理事会は，性的指向と性自認に基

づく人権侵害に明確に焦点をあてた初めての決議を採択した

（甲Ａ３４－１，３４－２）。この決議は，人権の普遍性を確

認し，性的指向や性自認を理由に人びとが受けている暴力行為

や差別に重大な懸念を表明するものである（「第５の３（２）

イ」参照）。 

（エ）小括 

 以上のように，国際的な法的倫理的認識として，同性愛者等

であることを理由とする権利利益の制約や差別は許されないと

いう認識が確立，浸透しており，その結果，国においてもその
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権利保障への取組みが要請されているというべきである。 

ウ 日本国内の動向 

日本国内においても，同性愛者等であることを理由とする権利利

益の制約や差別は許されないという認識が確立，浸透してきている。 

（ア）裁判例 

これまで日本において，同性愛者等に対する権利利益の制約

や差別に係る事案が裁判に発展したケースは多くなかった。 

しかし，その事実をもって，国会が，同性愛者らの権利利益

が侵害され差別されている現状を認識することが困難であった

などと評価することは誤りである。なぜならば，裁判に至るケ

ースが稀であったのは，同性愛者等に対する権利利益の侵害や

差別がないのではなく，それらの権利利益の侵害や差別・偏見

の風潮が日常化しているがゆえに，司法に救済を求めることす

ら困難であったためである。裁判に至ったケースの少なさは，

逆に，日本社会の同性愛に対する差別の根深さを示すものであ

る。 

そもそも，いやしくも公権力の行使にあたる者は，裁判にな

るケースが少なかったからといって重大な人権侵害を看過する

ことは許されない。このことは，今から２２年前の１９９７年

（平成９年）に下された，府中青年の家事件高裁判決（甲Ａ５

１）が， 

「平成２年当時は，一般国民も行政当局も，同性愛ないし同

性愛者については無関心であって，正確な知識もなかったもの

と考えられる。しかし，一般国民はともかくとして，都教育委

員会を含む行政当局としては，その職務を行うについて，少数

者である同性愛者をも視野に入れた，肌理の細かな配慮が必要
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であり，同性愛者の権利，利益を十分に擁護することが要請さ

れているものというべきであって，無関心であったり知識がな

かったりということは公権力の行使に当たる者として許されな

いことである。このことは，現在ではもちろん，平成２年当時

においても同様である。」（第三，一，１０） 

と厳しく戒めているとおりである。 

 さらに，近年では，以下のとおり，同性カップルの法的保護

に関わる裁判が次々と提起されている。これらの訴訟提起は，

日本でも同性愛者等であることを理由とする権利利益の侵害や

差別が許されないとの認識が広まっていることを示すものであ

る。 

 たとえば，２０１７年３月，２０年以上日本人同性パートナ

ーと連れ添ってきた台湾籍男性が，オーバーステイにより退去

強制処分がなされたことについて，在留特別許可を認めるよう

退去強制令書発付処分等取消を求める訴訟が東京地裁に提起さ

れた（甲Ａ５２，５３）。 

 ２０１８年４月，大阪府内の男性が４０年以上連れ添った同

性パートナーの葬儀に配偶者としての参列を拒まれたなどとし

て，パートナーの妹に７００万円の慰謝料などを求める訴訟が

大阪地裁に提起された（甲Ａ５４）。 

 同年７月，同性パートナーを殺害された男性が，同性を理由

に国の犯罪被害給付制度に基づく遺族給付金を不支給とした愛

知県公安委員会の裁定は違法として，同県を相手に取り消しを

求める訴訟が名古屋地裁に提起された（甲Ａ５５，５６）。 

（イ）国の行政施策 

 ２０００年代以降，日本政府も同性愛者等の人権保障を意識
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するようになり，各種の行政施策が少しずつ具体化された。 

 たとえば，「人権教育のための国連１０年」(１９９５～２

００４）の中で，２０００年に「人権教育及び人権啓発の推進

に関する法律」が成立し，２００２年３月に閣議決定された，

同法に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」には，「同

性愛者への差別といった性的指向に係る問題」について「その

解決に資する施策の検討を行う」と明記された（甲Ａ５７・第

４章，２（１２））。 

 また，法務省は，同年から，上記法律に基づいて行われる

「人権週間強調事項」（２００９年から「啓発活動強調事項」）

においても，性的指向を理由とする差別の禁止を明記している。

啓発活動強調事項の平成３０年度版には「(１４) 性的指向を

理由とする偏見や差別をなくそう」との項目が掲げられ，「同

性愛者など性的指向に関する少数派の人々への根強い偏見があ

り，場合によっては職場を追われるなど社会生活の様々な場面

で人権問題が発生しています。この問題についての関心と理解

を深めていくことが必要です。」とされている（甲Ａ５８）。 

 さらに，法務省人権擁護局は「主な人権課題」として「（１

３） 性的指向」を掲げ，「『男性が男性を，女性が女性を好

きになる』ことに対しては，根強い偏見や差別があり，苦しん

でいる人々がいます。性的指向を理由とする偏見や差別をなく

し，理解を深めることが必要です。」と啓発活動を行なってい

る（甲Ａ５９）。  

（ウ）国会での議論及び決議 

２０１８年７月６日，民法及び家事事件手続法の一部を改正

する法律（平成３０年法律第７２号）が成立した（同年７月１
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３日公布）。これにより民法の相続法分野が改正され，改正内

容の一つに，相続人以外の者の貢献を考慮するための方策とし

て特別寄与制度を導入し（改正民法第１０５０条），相続人以

外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場

合には，一定の要件の下で，相続人に対して金銭請求をするこ

とができるようにした。 

この改正の際の国会審議においては，特別の寄与が認められ

る対象の範囲を親族に限定するか否かが議論となり，親族に限

定すべきではないとの立場から，同性パートナー保護の主張が

なされ，参考人招致もなされた（甲Ａ６０ないし６２）。結果

として，親族に限定する内容の改正となったが，附帯決議にお

いて，「二 性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺

言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに，

遺言の積極的活用により，遺言者の意思を尊重した遺産の分配

が可能となるよう，遺言制度の周知に努めること。」として同

性愛者等の権利保護の必要性が明示された（甲Ａ６３ないし６

５）。 

（エ）地方自治体の取り組み 

自治体レベルでも，東京都人権施策推進指針(２０００年)に，

「同性愛者をめぐるさまざまな問題」が人権問題として記載さ

れた（甲Ａ６６・８頁）のをはじめ，各地の自治体で，性的少

数者，性的指向，性自認等に言及する条例・計画・指針等が作

られていった（甲Ａ６７・２３頁）。地方自治体では国に先ん

じて，性の多様性の理念に則った条例制定が進みつつある。概

括的な差別禁止を掲げる条例のみならず，同性カップルの権利

保障を主眼とした条例や要綱の制定も広がっている。 
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ａ 多様な性的指向の尊重ないし差別禁止を掲げる条例等 

東京都小金井市「男女平等基本条例」（２００３年施行）

（甲Ａ６８），大阪府泉南市「男女平等参画推進条例」

（２０１２年施行）（甲Ａ６９），東京都文京区「男女平

等参画推進条例」（２０１３年施行）（甲Ａ７０），東京

都多摩市「多摩市女と男の平等参画を推進する条例」（２

０１４年施行）（甲Ａ７１），東京都武蔵野市「男女平等

の推進に関する条例」（２０１７年施行）（甲Ａ７２），

東京都国立市「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画

を推進する条例」（２０１８年施行）（甲Ａ７３），東京

都「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念

の実現を目指す条例」（２０１８年施行）（甲Ａ７４）等，

性的指向の尊重ないし差別禁止を掲げる条例が制定されて

いる。 

ｂ 同性カップルの権利保障 

 ２０１５年以降，地方自治体で，いわゆるパートナーシ

ップ制度が次々導入されるに至っている（甲Ａ６７，６４

ないし８２頁参照）。 

 渋谷区では，２０１５年３月に成立した「渋谷区男女平

等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」（甲Ａ７５）

に基づき，同年１１月，パートナーシップ証明制度が始め

られた（甲Ａ７６）。同月には，世田谷区でも，同性パー

トナーシップ宣誓制度が始められた（甲Ａ６７・１２６頁，

甲Ａ７７）。行政が同性カップルの存在を認め，その関係

性を証明することとした意義は大きい。 

 ２０１９年１月３１日時点で，パートナーシップ制度は，
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三重県伊賀市（２０１６年４月）（甲Ａ６７・１２９頁，

甲Ａ７８），兵庫県宝塚市（同年６月）（甲Ａ６７・１２

７ないし１２８頁，甲Ａ７９），沖縄県那覇市（同年７月）

（甲Ａ６７・１３０ないし１３１頁，甲Ａ８０），北海道

札幌市（２０１７年６月）（甲Ａ６７・１３２ないし１３

３頁，甲Ａ８１），福岡市（２０１８年４月）（甲Ａ８２，

８３），大阪市（２０１８年７月）（甲Ａ８４，８５），

東京都中野区（２０１８年８月）（甲Ａ８６，８７），群

馬県大泉町（２０１９年１月）（甲Ａ８８，８９），千葉

市（２０１９年１月）（甲Ａ９０，９１）にも広がった。

これらの１１自治体の人口は，約９４０万人にも及ぶ。 

 今後導入が予定されているのは，さいたま市，東京都豊

島区，大阪府堺市，東京都府中市，熊本市，長崎市，神奈

川県横須賀市，大阪府枚方市などである。既に導入済みの

自治体と来年度以降の導入が予定されているものとして前

述した自治体の合計人口は，約１３６０万人にも及び，日

本の総人口の１割を超える。 

 また，２０１８年７月，全国の２０の指定都市の市長に

よる指定都市市長会は，「国は（略）パートナーシップ制

度を含めた性的少数者への理解促進や自治体の取組を促進

するような支援を行うことが必要」などとする国に対する

「性的少数者に係る窓口の一元化及びパートナーシップ制

度の取組の強化に関する指定都市市長会要請」を全会一致

で採択し，同要請は，内閣府に提出された（甲Ａ９２，９

３）。 

（オ）民間の取り組み 
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民間団体や民間企業でも，多様なセクシュアリティに配慮し

た取り組みが進んでいる。一般社団法人日本経済団体連合会

（以下「経団連」という。）は２０１７年５月１６日「ダイバ

ーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」という提言

を発表して，傘下企業に同性愛者等を含む性的少数者の理解促

進や差別禁止の必要性を呼びかけ，また，同年３月１日から同

月３１日にかけて実施した「ＬＧＢＴへの企業の取り組みに関

するアンケート」の結果（調査対象：経団連会員企業１３８５

社，１５６団体）を発表した（甲Ａ９４・１５頁以下）。同ア

ンケート結果によると，９０％以上の企業が性的少数者に関し

て社内での取組みが必要だと回答した。また，性的少数者に関

して何らかの取組みを既に実施している企業が４２．１％，検

討中が３４．３％と，取組みの予定がないと回答した２３．

２％を大きく上回っている。上記調査結果によると，性的少数

者に対する具体的な取組みをしていると回答した９３社のうち，

配偶者に適用している人事諸制度（の一部，結婚休暇・忌引休

暇等）を同性パートナーに適用する，または適用を検討してい

ると回答した企業は２２社，同性パートナーに配慮した商品・

サービス（死亡保険金受取人を同性パートナーに指定すること

ができる等）を開始または開始予定と回答した企業が９社見受

けられる。 

エ 国際社会から日本への是正勧告等 

以上のように日本国内においても，同性愛者等であることを理由

とする権利利益の制約や差別を解消する取り組みが進んでいるもの

の，国レベルでの具体的施策が立ち遅れてきた。特に同性カップル

の権利保護については手つかずのままである。このため，国は，国
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連から度重なる勧告を受けている。 

いわゆる自由権規約に関する第５回日本の政府報告書審査におけ

る自由権規約委員会の総括所見（２００８年１０月３０日）におい

ては，主要な懸念事項と勧告として，「２９. 委員会は，婚姻した

あるいは婚姻していない異性のカップルに対してのみ適用され，も

って婚姻していない同性のカップルが公営住宅を賃借することを事

実上妨げている公営住宅法第２３条１項や，配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律による保護から同性のカップルが

排除されていることに例証されているように，レズビアン，ゲイ，

バイセクシュアル及び性同一性障がいの人々に対して，雇用，住居，

社会保障，健康保険，教育及び法によって規制されたその他の領域

における差別があることに，懸念を有する(規約２条（１）及び２

６条)。締約国は，差別禁止の事由に性的指向を含めるよう法律を

改正することを検討すべきであり，また委員会の規約第２６条につ

いての解釈（注１Young v. Australia，Communication No. 901/19

99 and X v. Colombia，Communication No. 1361/2005.参照。）に

沿って，婚姻していない同居している異性のカップルに付与されて

いる便益が，婚姻していない同居している同性のカップルに対して

も同等に付与されることを確保すべきである。」と指摘された（甲

Ａ９５－１，９５－２（訳文）９頁）。 

また，自由権規約第６回日本の政府報告書審査における自由権規

約委員会の総括所見（２０１４年８月２０日）においては，主要な

懸念事項と勧告として，「１１. 委員会は，レズビアン，ゲイ，バ

イセクシャル，トランスジェンダーの人々に係る社会的嫌がらせ及

び非難についての報告，及び自治体によって運営される住宅制度か

ら同性カップルを排除する差別規定についての報告を懸念する（第
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２条及び第２６条）。締約国は，性的指向及び性別認識を含む，あ

らゆる理由に基づく差別を禁止する包括的な反差別法を採択し，差

別の被害者に，実効的かつ適切な救済を与えるべきである。締約国

は，レズビアン，ゲイ，バイセクシャル，トランスジェンダーの

人々に対する固定観念及び偏見と闘うための啓発活動を強化し，レ

ズビアン，ゲイ，バイセクシャル，トランスジェンダーの人々に対

する嫌がらせの申立てを捜査し，またこうした固定観念，偏見及び

嫌がらせを防止するための適切な措置をとるべきである。締約国は

また，自治体レベルで，公営住宅制度において同性カップルに対し

適用される入居要件に関して残っている制限を除去すべきである。」

とされた（甲Ａ９６－１，９６－２（訳文）・４枚目）。 

いわゆる社会権規約の第３回日本の政府報告書審査における社会

権規約委員会の総括所見（２０１３年５月１７日）においては，主

な懸念事項及び勧告として，「１０. 委員会は，締約国が法改正を

行う際，本規約の下の義務の遵守を確保しようと努力しているもの

の，規約の権利に関する限りにおいて，女性，非嫡出子及び同性の

カップルに対する差別的規定が締約国の法制度に存在し続けている

ことに懸念をもって留意する(第２条２)。委員会は締約国に対して，

これらの人々を本規約の権利の行使及び享受に関連して直接的又は

間接的に差別をしないことを確保するため，関連する法律を包括的

に検討し，必要な場合には，改正することを要求する。」と指摘さ

れた（甲Ａ９７－１，９７－２（訳文）・２頁）。 

これらの勧告によっても，国は，同性カップルの権利保障の具体

的施策が必要であることを認識していたといえる。 

オ 小括 

以上のように，国連を中心とした国際社会はもちろん，日本社会
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においても，同性愛者等であることを理由とする権利利益の制約や

差別は許されないという認識が確立，浸透している。 

（２）法律上同性の者との婚姻を可能とする立法措置を執ることが世界の潮流

であること 

ア 諸外国では同性カップルに異性カップルと同様の婚姻を認めている 

同性カップルの権利保障として同性カップルに異性カップルと同

様の婚姻を認めるのが世界の潮流である。２００１年４月から２０

１９年１月までの間に，オランダ，ベルギー，スペイン，カナダ，

南アフリカ，ノルウェー，スウェーデン，ポルトガル，アイスラン

ド，アルゼンチン，デンマーク，ウルグアイ，ニュージーランド，

フランス，ブラジル，英国（イングランド，スコットランド及びウ

ェールズ），ルクセンブルク，フィンランド，アイルランド，アメ

リカ，コロンビア，マルタ，ドイツ，オーストリア，オーストラリ

アにおいて同性カップルも異性カップルと同様の婚姻が可能となっ

た（甲Ａ９８・６６頁，６８頁）。このように，世界各国，とりわ

けヨーロッパでは，同性カップルに異性カップルと同様の婚姻を認

めることが一般化している。人権，民主主義，法の支配の分野で国

際社会の基準策定を主導する汎欧州の国際機関である欧州評議会に

おいて，日本はオブザーバー国を務めていることに鑑みても，かか

る潮流を無視することはできない立場にある。 

イ 諸外国の司法機関が，法律上同性の者との婚姻を認める立法措置を

採ることは各国の憲法上の要請であると判断していること 

 法律上同性の者との婚姻制度導入の過程は，各国で様々であるが，

裁判所で争われ，司法が大きな役割を果たしたケースとしてアメリ

カ及び台湾がある。 

・アメリカ連邦最高裁２０１５年６月２６日判決（甲Ａ９９，１０
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０・同性婚人権救済弁護団『同性婚 だれもが自由に結婚する権

利』（明石書店，２０１６年）２１９ないし２５６頁） 

２０１３年６月２６日，連邦法における婚姻及び配偶者を男

女間のものに限定して定義した婚姻防衛法（ＤＯＭＡ）第３条

が，法の下の平等に反し違憲であるとアメリカ連邦最高裁が判

断した。これにより，連邦法上は，同性の配偶者が法的に認め

られるようになった。しかし，同日，アメリカ連邦最高裁は，

婚姻を男女間に限定しているカリフォルニア州憲法の合憲性に

ついては，実質的な憲法判断を行わず却下したことから，各州

において法律上同性の者との婚姻を禁止する州憲法または州法

の規定が合衆国憲法違反であるか否かについての具体的な判断

は回避された。そのため，法律上同性の者との婚姻を禁止する

州憲法及び州法についての違憲訴訟は継続されていた。（甲Ａ

１００・２１４ないし２１８頁） 

２０１５年６月２６日，法律上同性の者との婚姻を禁止する

州法のあるミシガン，ケンタッキー，オハイオ及びテネシー各

州の原告らが，各州法を違憲として法律上同性の者との婚姻を

法的に認めるよう求めた訴えに対し，アメリカ連邦最高裁は，

同性間の結婚を禁止する州法を違憲とする判断を示し，全州に

おいて同性カップルの結婚が法的に認められるようになった

（甲Ａ１００・２１８頁）。 

アメリカ連邦最高裁は，違憲の理由として，①婚姻について

の自己決定権は個人の自律の概念に本質的に内在するものであ

ること，②婚姻する権利が基本的な権利であること，③法律上

同性の者との婚姻を認めることが同性カップルの子どもの保護

にもつながること，④結婚が社会秩序の要であること等を挙げ，
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異性カップルと同様に同性カップルにも婚姻をする権利が認め

られると判断した。 

・台湾大法官２０１７年５月２４日解釈（司法院釈字第748号解釈）

（甲Ａ１０１－１，１０１－２（訳文）） 

台湾の台北市政府および同性愛者である祁家威氏が，同性カ

ップルの婚姻を認めていない民法の規定が婚姻の自由を保障す

る憲法２２条や平等を保障する憲法７条等に抵触するとの疑義

が生じたとして，抽象的違憲審査の権限が与えられている大法

官に対して解釈を示すよう求めた事案である。 

大法官は，「婚姻適齢にある配偶者のいない者は，本来結婚

の自由を有しており，それには『結婚するかどうか』と『誰と

結婚するか』の自由が含まれる…。この自己決定は人格の健全

なる発展および人間の尊厳の護持にかかわり，重要な基本権で

あり，憲法第２２条の保障を受けるべきである。性別を同じく

する両名が共同生活を営むという目的により…永続的な結合関

係を成立させても…異性婚が構築してきた既存の社会秩序を変

更することもない。そればかりか異性婚とともに社会を安定さ

せる基盤となりうる。」「親密で，排他的な永続的結合関係を

成立させる必要性，能力，意欲，渇望などの生理的，心理的要

素について言うなら，その不可欠性は，同性に性指向が向かう

人と異性に性指向が向かう人との間に何ら違いはなく，いずれ

も憲法２２条の結婚する自由を保障されるべきである。」「性

的指向を分類の基準としてなされる差別的扱いには，より厳格

な審査基準を適用して，その合憲性を判断すべきである。」と

述べて，差別的取扱いに合理的理由がなく平等原則に違反する

と判断した。 
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また，大法官は，本解釈公布の日から２年以内に解釈の趣旨

に沿った法律を制定するよう立法機関に命じ，もしそれが期限

内に完了しない場合は，現行民法にもとづいて同性カップルが

婚姻登録をすることを認めると宣言した。 

（３）日本における同性カップルの婚姻を求める声の高まり 

今日，日本においても，同性カップルの婚姻を求める声が高まり続けて

いる。 

ア 日本弁護士連合会に対する人権救済申立 

 ２０１５年７月７日，「法律上同性の者との婚姻が認められないこ

とは人権侵害に該当する」として，日本弁護士連合会に人権救済申立

がなされた。２０１９年１月１５日現在の申立人数は４５３人（４１

都道府県）である。申立人は全員，法律上同性同士の婚姻を自らが希

望し，あるいは，自らが希望する可能性のある者である。同申立を支

援する署名は，１万７２８４筆（２０１８年７月７日段階）にも上る

（甲Ａ１０２）。 

 同申立人らが提出した陳述書には同性カップルの婚姻を望む切実な

思いが溢れている。書籍『同性婚 だれもが自由に結婚する権利』

（甲Ａ１００）に一部収録された陳述書の内容にその一端が垣間見え

る。 

（ア）社会に認められたい 

・「保障が受けられることはもちろんですが，それ以上に社会的

に認められるという精神的な安定が一番大きいと思います。

彼女と結婚しているという事実を気負うことなく口にできる

社会を期待します」（同５１頁）。 

・「認められない存在から，法的にも社会的にも認められる存在

へ」（同４０頁）。 
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・「同性婚ができるようになれば，二人の生活を築くことがかた

いものになると思う。今は同棲していても，実態としては一

人と一人が同じ屋根の下にいるだけだが，婚姻できることで

二人が一つとして社会での取扱をしてもらえると思う。」

（同４８頁） 

・「（同性婚が制定されたら）すでにカミングアウトしていて私

達を応援してくれている家族，親戚，友人たちへの感謝を伝

え，一人前の国民になれたことを祝福し合いたいと思いま

す。」（同４９頁） 

・「法整備が整って同性の婚姻が公になることで，地方に居住し

ているクローゼットの同性愛者が少しでも社会に出やすくな

るようになって欲しいと思います」（同５０頁） 

（イ）結婚して家族になりたい 

・「もし同性婚が当たり前の日本であれば，家族を持ち，子供を

産むことができたと感じています」（同２８頁）。 

・「彼女と結婚したい。養子縁組をすれば家族としての法的恩恵

は受けられるという言葉もあるが，彼女と親子になりたいわ

けではない」（同１３８頁）。 

（ウ）異性カップルと同じように生きたい 

・「私がただひとつ願うこと。異性愛者と同じスタートラインに

立つこと。生きていく上での選択肢を増やして欲しいです。

今のままでは将来が不安で仕方ありません。ウエディングド

レスを着て，家族・親戚・友人・職場の方々みんなに祝福さ

れる。そんな異性愛者が当たり前にしていることを当たり前

にできるようになりたいです」（同５２頁） 

・「私はただ，異性愛者と同じように生きたい，それ以上の特別
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なことは何一つ望んでいません。愛する人と安心して幸せな

日々を過ごしたい。それだけです。」（同５２頁） 

（エ）抱えている問題を解決したい 

・「ふたりの終の棲家として中古住宅を買ったのですが，名義が

Ｘ個人になっています。もしＸに不慮の事故があった場合，

パートナーであるＹにそっくり相続できるようにしたいので

す。そのために，同性婚を求めています」（同１０１頁）。 

・「いまお付き合いしているパートナーは外国人ですので，同性

間で結婚ができない日本では，学生や就労のビザを取得しな

ければ，在留資格がありません，今日本で一緒に生活するに

は結婚以外で在留資格を取得するしかないので，大変不便で

す。」（同１２５頁） 

イ 各種調査 

（ア）ＮＨＫがＬＧＢＴ法連合会の協力を得て２０１５年１０月に行っ

た性的マイノリティ自身を対象とした調査（調査地域は全国４７都

道府県，回収数は２６００票）では，「同性間結婚を認める法律を

作って欲しい」との回答が６５．４％（この質問自体の回答数は２

３９７名）に上った（甲Ａ１０３・１５／１７）。  

（イ）また，同年に実施された「性的マイノリティについての意識―２

０１５年全国調査報告書」（釜野さおり・石田仁・風間孝・吉仲

崇・河口和也 ２０１６『性的マイノリティについての意識―２０

１５年全国調査報告書』科学研究費助成事業「日本におけるクィ

ア・スタディーズの構築」研究グループ(研究代表者 広島修道大学 

河口和也)編），（全国４７都道府県の２０〜７９歳の男女２６０

０人対象）では，「同性婚の賛否」につき，賛成・やや賛成を合わ

せた回答が５５．３％であり反対・やや反対を合わせた回答の４

http://www.nhk.or.jp/d-navi/link/lgbt/%EF%BC%89%E3%80%82
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４．７％を上回った（甲Ａ１０４－２・１５２頁）。なお，同調査

では，２０代及び３０代の賛成・やや賛成の回答は７２．３％に上

り，若い世代では同性カップルの権利保護が自然なものとして意識

されていることが窺われる（甲Ａ１０４－２・１５５頁 図１０－

９）。 

   他の調査においても，２０１５年３月の毎日新聞の世論調査で

「同性婚」に賛成が４４％，反対が３９％（甲Ａ１０５），２０１

７年３月のＮＨＫの世論調査で「男性どうし，女性どうしが結婚す

ることを認めるべき」に「そう思う」が５１％，「そうは思わない」

が４１％（甲Ａ１０６・６頁第２４問Ｂ，甲Ａ１０７），また，２

０１７年５月の朝日新聞社の世論調査で「同性婚を法律で認めるべ

きだ」は４９％，「認めるべきではない」は３９％（甲Ａ１０８，

１０９）となっており，賛成が反対を上回った。さらに，２０１８

年１０月の株式会社電通の調査でも，「同性婚」を法律で認めるこ

とに「賛成」・「どちらかというと賛成」は７８．４％，「どちら

かという反対」・「反対」は２１．６％と，賛成が反対を大きく上

回る結果となったことが報道されている（甲Ａ１１０）。 

（ウ）さらに，２０１７年１０月２２日に投票が行われた第４８回衆議

院議員総選挙において，朝日新聞と東京大学谷口研究室が共同で候

補者アンケートを実施し，回答率が９７％だったところ，同アンケ

ートには「男性同士，女性同士の結婚を法律で認めるべきだ」とい

う質問内容があった（甲Ａ１１１）。この調査は衆議院議員を対象

としており，国会議員に対し，法律上同性の者との婚姻を新聞社が

調査を行うほどの重要な政策課題だと強く認識させることになった

はずである。 

ウ 提言等 

https://mainichi.jp/articles/20150316/mog/00m/010/016000c%EF%BC%89%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%97%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%9C%88%E3%81%AE%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%A4%BE%E3%81%AE%E4%B8%96%E8%AB%96%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A7%E3%82%82%E3%80%8C%E5%90%8C%E6%80%A7%E5%A9%9A%E3%82%92%E6%B3%95%E5%BE%8B%E3%81%A7%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A0%E3%80%8D%E3%81%AF%EF%BC%94%EF%BC%99%EF%BC%85%E3%80%81%E3%80%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%B9%E3%81%8D%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%AF%EF%BC%93%EF%BC%99%EF%BC%85%EF%BC%88%E7%94%B2%E2%97%8F%EF%BC%89%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%80%81%E8%B3%9B%E6%88%90%E3%81%8C%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%82%92%E4%B8%8A%E5%9B%9E%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
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２０１６年，日本家族〈社会と法〉学会は，第３３回学術シンポジ

ウムで，「異性又は同性の二人の者は，婚姻をすることができる」と

の規定の新設を提案した。 

また，２０１７年９月，日本学術会議は，「個人の利益を否定する

強力な国家的ないし社会的利益が存在しない限り，個人の婚姻の自由

を制約することは許されない」として，「婚姻の性中立化は必須であ

り，そのための民法改正が求められる」とする提言を発表した。（甲

Ａ１１４・「提言 性的マイノリティの権利保障をめざして－婚姻・

教育・労働を中心に－」ⅱ頁，８～１１頁）。日本学術会議は，「わ

が国の科学者の内外に対する代表機関」であって，政府に対する勧告

の権限をも有する組織であり（日本学術会議法２条，５条），提言は

重くうけとめられる必要がある。 

また，２０１８年，在日アメリカ商工会議所（ ＡＣＣＪ ）は，日

本政府に対して，同性カップルにも婚姻の権利を認めるよう提言して

いる（甲Ａ１１２・２頁「提言」）。 

同年，北海道弁護士会連合会は，異性間では認められている婚姻が

同性間では認められていないことが，同性間での婚姻を求める者に対

する人権侵害にあたるとして，「同性カップルの家族としての関係を

法的に保障するため，婚姻制度の平等を求める決議」を行った（甲

Ａ・１１３）。 

このように，日本社会に生きる性的少数者の声に耳を傾けその生き

方を承認する法律や制度の必要性は，日本でも早くから指摘され，法

律上同性の者との婚姻の法制化がすでに明確に提起されている状況に

ある。 

（４）小括 

以上から，国際社会においても，日本社会においても，同性愛者等であ
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ることを理由とする権利利益の侵害や差別が許されないとの認識が確立，

浸透していること，同性愛者等の権利保護のために同性カップルの婚姻を

可能とする立法をすることが世界の潮流であること，日本国内でも同性カ

ップルの婚姻を求める声が高まっていることからすれば，法律上同性の者

との婚姻を認めない現行法の規定が憲法２４条１項及び同１４条１項違反

であることは，遅くとも，原告中島と原告クリスティナがドイツで婚姻を

挙行した時期である２０１８年９月（甲Ｇ２，３）よりも相当前の時点に

おいて，国会にとって明白になっていたというべきである。  

 

３ 国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を懈怠していること 

以上に述べた事情に加え，同性間の婚姻を認める立法措置を執ることにつ

いて立法技術的な困難を伴うものではないことからすれば，遅くとも，原告

中島と原告クリスティナがドイツで婚姻を挙行した時期である２０１８年９

月の時点においては，国会が正当な理由なく立法措置を怠ったと評価するに

足りる期間が経過していたというべきである。 

 

４ 結論 

以上に述べた事情に照らすと，現行法の規定が憲法２４条１項及び憲法１

４条１項違反であることが明白であるにもかかわらず，国会が正当な理由な

く長期にわたって立法を怠ったものであるというほかない。 

したがって，法律上同性の者との婚姻を認める立法を怠ったという立法不

作為について，被告は国家賠償法１条の損害賠償責任を負う。 

  

第８ 損害の発生 

原告らは，法律上同性の者との婚姻を認める立法を怠ったという被告の立法

不作為により，憲法上保障される婚姻の自由を侵害され，婚姻により生じる社
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会的承認に伴う心理的・社会的利益，法的・経済的権利・利益及び事実上の利

益を受けることができず，また，「社会が承認しない関係性」というスティグ

マを与えられて尊厳を深刻に傷つけられているという重大な損害を被っており，

それらにより著しい精神的苦痛を被っている。 

このような精神的苦痛を金銭に評価すれば，原告それぞれについて少なくと

も金１００万円を下らない。 

 

第９ 結語 

 よって，原告らは被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，各原告それぞ

れにつき金１００万円及びこれに対する訴状送達の日から支払済みまで民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。 

以上 

 

証  拠  方  法 

証拠説明書記載のとおり。 

 

付  属  書  類 

１   訴状副本                  １通 

２   甲号証の写し             各２通 

３   証拠説明書               各２通 

４   訴訟委任状               １２通 

５  委任状（復代理）      ２通 
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